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フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
知
的
財
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／
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検
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／
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／
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機
能
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の
知
的
財
産
／
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占
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概
念
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保
護
機
能
と
し
て
の
知
的
財
産
／
知
的
財
産
権
の
占
有
概
念

四　

お
わ
り
に一　

は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
議
論
さ
れ
て
い
る
知
的
財
産
／
知
的
財
産
権
に
関
す
る
占
有
概
念
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
我
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が
国
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
占
有
概
念
の
実
際
的
意
義
に
つ
い
て
の
示
唆
を
得
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

我
が
国
の
民
法
に
お
い
て
は
、
そ
の
八
五
条
で
「
こ
の
法
律
に
お
い
て
『
物
』
と
は
、
有
体
物
を
い
う
」
と
規
定
し
「
物
」
の
対

象
に
無
体
物
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
般
に
我
が
国
で
は
知
的
財
産
と
い
う
無
体
物
に
対
し
て
占
有
概
念
が
議
論
さ
れ

る
こ
と
は
な
い
。
一
方
で
、
知
的
財
産
権
に
つ
い
て
占
有
概
念
が
民
法
上
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
二
〇
五
条
「
こ
の
章
の
規
定

は
、
自
己
の
た
め
に
す
る
意
思
を
も
つ
て
財
産
権
の
行
使
を
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
」
と
い
う
規
定
で
あ
る
。
準
占
有
が
知

的
財
産
権
に
つ
い
て
問
題
と
な
っ
た
事
例
が
最
判
平
九
年
七
月
一
七
日（1
（

で
あ
り
、
最
高
裁
は
一
般
論
と
し
て
複
製
権
の
準
占
有
に
基

づ
く
取
得
時
効
の
成
立
を
肯
定
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
複
製
権
の
取
得
時
効
が
成
立
す
る
た
め
に
は
「
外
形
的
に
著
作
権
者
と
同

様
に
複
製
権
を
独
占
的
、
排
他
的
に
行
使
す
る
状
態
が
継
続
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
要
」
す
る
と
し
て
、「
財
産
権
の
行
使
」
の
要
件

（
準
占
有
の
要
件
（
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
で
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
に
お
い
て
は
物
か
ら
無
体
物
は
除
外
さ
れ
て
お
ら
ず
、
さ
ら
に
は
無
体
物
が
占
有
の
対
象
と
な
る
と

い
う
議
論
が
近
年
熱
を
帯
び
て
き
て
い
る（2
（

。
そ
こ
で
は
無
体
物
で
あ
る
知
的
財
産
／
知
的
財
産
権
に
も
占
有
概
念
の
成
立
が
観
念
さ

れ
（
3
（

、
そ
の
占
有
の
機
能
が
知
的
財
産
／
知
的
財
産
権
の
ど
の
場
面
に
現
れ
て
い
る
の
か
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
民
法
上
の
「
物
」
概

念
が
両
国
で
異
な
る
と
し
て
も
、
知
的
財
産
／
知
的
財
産
権
と
占
有
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
基
礎
的
な
理
論
検
討
は
、
我
が
国
に
お

い
て
も
参
考
に
値
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
は
、
知
的
財
産
／
知
的
財
産
権
と
占
有
概
念
と
の
関
係
に
つ
い
て
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
議
論
状
況
を
分
析
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

　

な
お
、
検
討
対
象
は
、
い
わ
ゆ
る
知
的
財
産
／
知
的
財
産
権
（
発
明
／
特
許
権
、
意
匠
／
意
匠
権
、
商
標
／
商
標
権
、
著
作
物
／
著
作

権
等
（
に
限
る
も
の
と
し
、
そ
の
他
の
無
体
物
で
あ
る
営
業
財
産
（fond de com

m
erce

（
等
は
除
く
こ
と
と
す
る
。
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二　

検
討
対
象
と
な
る
知
的
財
産
／
知
的
財
産
権

　

こ
こ
で
は
、
無
体
物
に
対
す
る
占
有
が
最
近
意
識
的
に
検
討
さ
れ
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
法
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い

て
は
ど
の
よ
う
な
点
が
検
討
対
象
と
さ
れ
て
い
る
の
か
。
フ
ラ
ン
ス
で
公
刊
さ
れ
て
い
る
無
体
物
と
占
有
に
関
す
る
ペ
リ
シ
エ
と
パ

ラ
ン
ス
の
二
つ
の
テ
ー
ズ
を
中
心
に
し
て
検
討
を
行
い
、
併
せ
て
著
作
権
法
と
一
般
法
と
の
関
係
を
分
析
す
る
シ
ム
レ
ー
ル
の
テ
ー

ズ
も
補
助
的
に
参
照
す
る（4
（

。

　

ま
ず
は
、
占
有
概
念
を
検
討
す
る
前
提
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　

ペ
リ
シ
エ
は
、
知
的
財
産
権
が
ど
の
よ
う
な
性
質
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
の
検
討
、
例
え
ば
そ
れ
が
所
有
権
で
あ
る
の
か
等
の
検

討
は
占
有
に
つ
い
て
は
問
題
と
な
ら
な
い
と
し
、
そ
の
理
由
は
、
占
有
と
い
う
事
実
上
の
権
限
は
権
利
の
存
在
に
依
存
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
と
す
る（5
（

。
ま
た
、
知
的
財
産
法
典
は
知
的
財
産
に
関
す
る
統
一
法
典
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
公
示
の
制
度

を
有
し
な
い
創
造
で
あ
る
著
作
物
や
、
著
作
物
と
広
く
保
護
対
象
が
重
複
す
る
意
匠
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
た
め（6
（

、
各
保
護
対
象
を

個
別
に
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
す
る（（
（

。

　

一
方
、
パ
ラ
ン
ス
は
権
利
の
性
質
決
定
を
し
て
お
く
こ
と
が
、
知
的
財
産
の
占
有
概
念
／
知
的
財
産
権
が
ど
の
よ
う
に
現
れ
る
か

を
検
討
す
る
た
め
に
有
用
で
あ
る
と
す
る（8
（

。
ま
た
、
そ
の
他
の
留
意
点
と
し
て
、
知
的
財
産
の
特
性
と
し
て
、
著
作
物
に
し
て
も
発

明
に
し
て
も
、
そ
の
存
在
は
遍
在
性
（ubiquité

（
を
有
し
て
い
る
点
に
は
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
指
摘
す
る（（
（

。
そ
の
理
由

と
し
て
占
有
を
認
識
す
る
た
め
に
必
要
な
排
他
性
に
つ
い
て
の
困
難
性
を
挙
げ
、
そ
の
排
他
性
を
証
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
か

ら
で
あ
る
と
説
明
す
る（（（
（

。
同
様
に
、
著
作
物
及
び
発
明
は
同
時
に
起
こ
る
商
業
的
実
施
の
可
能
性
を
有
し
て
い
る
点
に
も
留
意
す
べ

き
と
さ
れ
る（（（
（

。
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㈠　

検
討
対
象
と
さ
れ
て
い
る
知
的
財
産

　

公
示
制
度
の
存
在
は
占
有
と
い
う
概
念
の
存
在
に
大
き
く
影
響
す
る
こ
と
か
ら
、
公
示
に
基
づ
く
分
類
に
従
っ
て
検
討
す
る
の
が

適
切
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
ペ
リ
シ
エ
の
分
類
に
従
い
、
検
討
対
象
の
知
的
財
産
を
公
示
制
度
を
有
す
る
も
の
（
１
〜

３
（
と
公
示
制
度
を
有
さ
な
い
も
の
（
４
〜
６
（
に
区
別
し
て
検
討
す
る
。
併
せ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
知
的
財
産
へ
占
有
が
ど
の
よ
う

に
観
念
さ
れ
る
か
に
も
簡
潔
に
触
れ
る
こ
と
す
る
。

　

１　

産
業
的
創
造（（（
（

　

産
業
的
創
造
は
、
権
利
を
取
得
す
る
た
め
に
出
願
と
い
う
形
式
性
が
要
求
さ
れ
、
そ
れ
に
伴
う
公
表
に
よ
り
、
そ
の
存
在
を
万
人

が
知
る
こ
と
と
な
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
公
示
と
い
う
法
的
制
度
の
存
在
に
よ
り
、
占
有
と
い
う
事
実
上
の
権
限
が
登
場
す
る
場
面
は

抑
制
さ
れ
る（（（
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
占
有
と
い
う
事
実
上
の
権
限
が
問
題
と
な
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
排
他
権
の
発
生
前
で
あ
る（（（
（

。

　

２　

商　

標

　

公
示
制
度
に
従
わ
せ
ら
れ
る
の
は
商
標
だ
け
で
あ
り
、
商
号
・
原
産
地
表
示
・
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
は
公
示
制
度
に
は
従
わ
せ
ら
れ

な
い（（（
（

。

　

商
標
は
一
般
に
創
作
的
活
動
の
結
果
で
は
な
い
が
、
そ
の
商
標
に
化
体
し
た
信
用
は
保
護
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
は
出
願
と

い
う
方
式
に
従
わ
せ
ら
れ
る（（（
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
商
標
に
お
い
て
は
事
実
上
の
権
限
た
る
占
有
概
念
が
存
在
し
な
い
よ
う
に
も
思
え
る
が
、

そ
の
使
用
と
い
う
事
実
上
の
権
限
が
商
標
権
の
権
利
取
得
を
排
除
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
占
有
が
商
標
に
お
い
て
も
現
れ
て

い
る
と
評
価
し
う
る
場
面
が
存
在
す
る（（（
（

。

　

３　

意　

匠

　

意
匠
に
つ
い
て
は
、
産
業
的
創
造
と
し
て
の
保
護
も
精
神
的
著
作
物
と
し
て
の
保
護
も
受
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

前
者
に
つ
い
て
は
産
業
的
創
造
に
お
け
る
占
有
の
機
能
が
該
当
し
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
次
に
検
討
す
る
精
神
的
著
作
物
に
お
け
る
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占
有
の
機
能
が
存
在
す
る
こ
と
と
な
る（（（
（

。

　

４　

精
神
的
著
作
物

　

知
的
財
産
法
典
Ｌ
一
一
一
条
の
一
が
「
精
神
的
著
作
物
の
著
作
者
は
、
そ
の
創
作
と
い
う
事
実
の
み
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
者
に

対
抗
可
能
で
排
他
的
な
無
体
財
産
権
を
こ
の
著
作
物
に
享
受
す
る
」（

（（
（

と
規
定
す
る
よ
う
に
、
著
作
物
の
保
護
に
は
な
ん
ら
の
形
式
性

も
要
求
さ
れ
な
い
。
公
示
制
度
に
従
わ
せ
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
事
実
上
の
権
限
が
生
じ
る
余
地
が
多
分
に
あ
る（（（
（

。

　

５　

情　

報

　

情
報
を
定
義
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る（（（
（

。
情
報
は
非
常
に
広
い
観
念
で
あ
り
、
前
述
の
産
業
的
創
造
や
精
神
的
著
作
物
、
ア
イ
デ

ア
、
ノ
ウ
ハ
ウ
な
ど
が
含
ま
れ
、
そ
の
中
に
は
公
示
制
度
に
従
わ
せ
ら
れ
る
も
の
も
あ
る（（（
（

。
一
方
で
、
そ
の
他
の
情
報
は
必
ず
し
も

独
占
権
の
対
象
と
な
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
使
用
は
占
有
の
事
実
上
の
権
限
を
示
す
こ
と
と
な
り
う
る（（（
（

。

　

６　

商
号
（nom

 com
m

ercial

（
と
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
（enseigne

（

　

商
号
は
「
営
業
財
産
か
ら
類
似
の
他
の
営
業
財
産
を
区
別
す
る
文
字
」（

（（
（

で
あ
る
。
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
は
よ
り
地
域
に
密
接
な
も
の

で
あ
り
、
そ
の
構
成
要
素
に
は
デ
ザ
イ
ン
等
も
含
ま
れ
る（（（
（

。
こ
れ
ら
は
最
初
の
使
用
者
が
獲
得
す
る
が
、
使
用
に
よ
る
占
有
と
い
う

事
実
上
の
権
限
に
そ
の
権
利
者
た
る
資
格
は
委
ね
ら
れ
る（（（
（

。

　

㈡　

検
討
対
象
と
さ
れ
て
い
る
知
的
財
産
権

　

そ
れ
で
は
、
知
的
財
産
権
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
知
的
財
産
権
の
占
有
と
い
う
の
は
フ
ラ
ン
ス
で
は
ほ
と
ん
ど
検
討
対
象
と
な
っ

て
お
ら
ず
、
公
示
制
度
に
従
わ
せ
ら
れ
な
い
著
作
権
の
み
が
わ
ず
か
に
そ
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
（
（（
（（
（（
（

い
。
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三　

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
知
的
財
産
／
知
的
財
産
権
の
占
有
概
念
の
機
能
場
面　

　

既
に
占
有
概
念
が
知
的
財
産
／
知
的
財
産
権
に
適
用
さ
れ
る
場
面
は
少
し
ず
つ
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
が
、
よ
り
具
体
的
に
そ
れ

ら
が
機
能
す
る
の
は
ど
の
よ
う
な
場
面
な
の
か
。
従
来
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
は
知
的
財
産
と
占
有
概
念
と
の
関
係
に
関
す
る
議

論
は
ほ
と
ん
ど
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
知
的
財
産
法
に
お
い
て
占
有
概
念
が
意
識
さ
れ
て
い
た
の
は
、
後
述
す
る
著
作
権
侵
害
訴
訟

に
お
け
る
法
人
の
資
格
者
名
義
の
推
定
（A

réo

判
決
（
及
び
人
的
先
占
有
権
（
知
的
財
産
法
典
Ｌ
六
一
三
条
の
七
（
の
場
面
の
み
で

あ
っ
た
。

　

ペ
リ
シ
エ
は
無
体
物
に
対
し
て
広
く
占
有
概
念
を
認
め
た
上
で
、
知
的
財
産
法
に
お
い
て
そ
の
占
有
概
念
が
ど
の
よ
う
に
現
れ
る

の
か
を
検
討
し
て
い
る
。
以
下
で
は
ペ
リ
シ
エ
の
分
類
を
基
礎
に
し
つ
つ
、
ま
ず
は
証
明
機
能
と
し
て
の
知
的
財
産
／
知
的
財
産
権

の
占
有
概
念
、
次
に
取
得
機
能
と
し
て
の
知
的
財
産
／
知
的
財
産
権
の
占
有
概
念
、
最
後
に
保
護
機
能
と
し
て
の
知
的
財
産
／
知
的

財
産
権
の
占
有
概
念
を
検
討
す
る
。

　

㈠　

証
明
機
能
と
し
て
の
知
的
財
産
／
知
的
財
産
権
の
占
有
概
念

　

１　

排
他
権
の
資
格
者
名
義
の
推
定

　

⑴　

特
許
権
の
資
格
者
名
義
（titularité

（
の
推
定

　
「
あ
ら
ゆ
る
発
明
は
、
発
明
の
権
利
所
有
者
又
は
権
利
承
継
人
に
排
他
権
を
与
え
る
産
業
財
産
権
庁
長
官
に
よ
っ
て
交
付
さ
れ
る

産
業
財
産
権
の
資
格
の
対
象
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
す
る
知
的
財
産
法
典
Ｌ
六
一
一
条
の
一
に
よ
っ
て
、
発
明
の
権
利
所

有
者
に
そ
の
排
他
権
の
資
格
が
与
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
排
他
権
は
最
初
の
発
明
者
で
は
な
く
最
初
の
出
願
人
に
与
え
ら
れ
る
。
一
方

で
、
知
的
財
産
法
典
Ｌ
六
一
一
条
の
六
第
一
項
は
「
Ｌ
六
一
一
条
の
一
に
お
い
て
言
及
さ
れ
た
産
業
財
産
権
は
、
そ
の
発
明
者
又
は
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権
利
承
継
人
に
帰
属
す
る
」
と
規
定
す
る
が
、
こ
れ
は
、
特
許
権
の
取
得
に
は
出
願
が
必
要
で
あ
る
も
の
の
、
原
則
と
し
て
発
明
者

等
に
そ
の
権
利
が
帰
属
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
知
的
財
産
法
典
Ｌ
六
一
一
条
の
六
第
三
項
は
「
出
願

人
は
、
産
業
財
産
権
庁
長
官
に
対
す
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
産
業
財
産
権
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
」
と
規
定
し
て
、
権
利
者
の
推

定
を
規
定
し
て
い
る
。

　

ペ
リ
シ
エ
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
特
許
出
願
と
い
う
行
為
は
発
明
に
関
す
る
出
願
人
の
事
実
上
の
権
限
の
表
明
で
あ

り
、
そ
こ
に
発
明
の
占
有
が
想
起
さ
れ
る
と
い
う（（（
（

。
す
な
わ
ち
、
特
許
出
願
に
課
せ
ら
れ
た
明
細
書
の
記
載
要
件
等
を
満
た
し
て
い

る
者
は
、
発
明
に
関
す
る
事
実
上
の
権
限
を
証
明
す
る
の
で
あ
り
、
出
願
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
第
三
者
に
そ
の
発
明
の
占
有
者
で

あ
る
と
認
め
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る（（（
（

。

　

⑵　

著
作
権
の
資
格
者
名
義
の
推
定

　

著
作
権
の
場
合
も
、
知
的
財
産
法
典
Ｌ
一
一
一
条
の
一
の
規
定
に
よ
り
著
作
物
の
著
作
者
は
そ
の
創
造
に
よ
っ
て
権
利
を
有
す
る

こ
と
と
な
る
が
、
そ
の
た
め
に
出
願
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　

一
方
、
知
的
財
産
法
典
Ｌ
一
一
三
条
の
一
が
「
著
作
者
の
資
格
は
、
反
証
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
そ
の
著
作
物
が
公
表
さ
れ
る
名

の
者
又
は
そ
れ
ら
の
者
に
属
す
る
」
と
規
定
す
る
こ
と
か
ら
資
格
者
名
義
の
推
定
が
存
在
し
、
こ
れ
は
言
い
換
え
る
と
、「
精
神
的

著
作
物
に
つ
い
て
は
、
公
表
は
権
限
に
値
す
る
」
と
も
言
え
る（（（
（

。
ペ
リ
シ
エ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
公
表
行
為
は
著
作
物
に
関
す
る
事
実

上
の
権
限
を
第
三
者
に
表
明
す
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
精
神
的
著
作
物
の
占
有
が
想
起
さ
れ
る
と
い
（
（（
（（
（（
（

う
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
公
表

行
為
に
よ
っ
て
、
ラ
イ
セ
ン
ス
を
設
定
し
、
侵
害
訴
訟
を
提
起
し
、
担
保
と
し
て
使
用
す
る
と
い
っ
た
著
作
物
の
経
済
的
価
値
の
使

用
が
可
能
と
な
る
か
ら
で
あ
る（（（
（

。
こ
の
よ
う
な
推
定
は
当
然
反
証
に
よ
っ
て
覆
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が（（（
（

、
公
表
と
い
う
事
実
上
の
権

限
た
る
占
有
の
表
明
に
よ
っ
て
、
著
作
権
の
資
格
者
名
義
の
推
定
は
占
有
の
証
明
の
利
益
（intérêt probatoire de la possession

（

を
表
し
て
い
る
と
い
う（（（
（

。
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こ
の
公
表
行
為
と
占
有
概
念
の
関
係
に
つ
い
て
フ
ラ
ン
ス
で
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
ゴ
ー
ス
ト
ラ
イ
タ
ー

（nègre

（
契
約
の
正
当
化
で
あ
る（（（
（

。
ゴ
ー
ス
ト
ラ
イ
タ
ー
の
事
例
に
お
い
て
は
著
作
者
と
公
表
者
が
異
な
る
。
す
な
わ
ち
、
公
表
は

真
の
著
作
者
で
は
な
い
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
そ
の
者
が
知
的
財
産
法
典
Ｌ
一
一
三
条
の
一
に
よ
っ
て
著
作
者
で
あ
る
と
推
定
さ
れ

る
。

　

ペ
リ
シ
エ
は
、
ゴ
ー
ス
ト
ラ
イ
タ
ー
契
約
を
正
当
化
す
る
の
は
、
占
有
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
と
説
明
す
る
。
と
い
う
の
は
、
こ

の
よ
う
な
契
約
は
、
譲
渡
及
び
放
棄
が
で
き
な
い
人
格
権
か
ら
は
独
立
し
た
、
著
作
物
に
関
す
る
事
実
上
の
権
限
を
活
用
す
る
著
作

者
に
よ
る
他
人
に
対
す
る
許
可
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ペ
リ
シ
エ
に
よ
れ
ば
「
公
表
権
の
譲
渡
も
、
放
棄
も
、
公
表
権
を
行

使
し
な
い
と
い
う
契
約
も
存
在
し
な
い
。『
ゴ
ー
ス
ト
ラ
イ
タ
ー
』
と
、
い
わ
ゆ
る
見
せ
か
け
の
著
作
者
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、

事
実
上
の
権
限
の
み
が
適
用
さ
れ
て
い
る
。『
ゴ
ー
ス
ト
ラ
イ
タ
ー
』
は
、
見
せ
か
け
の
著
作
者
の
た
め
に
創
造
に
関
す
る
事
実
上

の
権
限
を
実
行
す
る
こ
と
を
放
棄
す
る
の
で
あ
る
」（

（（
（

。

　

一
方
で
、
パ
ラ
ン
ス
は
こ
の
よ
う
な
占
有
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
ゴ
ー
ス
ト
ラ
イ
タ
ー
契
約
を
正
当
化
す
る
と
い
う
見
解
を
批
判
す
る（（（
（

。

「
公
表
と
い
う
推
定
に
よ
っ
て
公
表
名
義
を
有
す
る
著
作
者
は
、
著
作
物
へ
の
事
実
上
の
権
限
を
欲
す
る
の
で
は
な
く
、
法
的
権
限

（pouvoir juridique

（
を
探
求
し
て
い
る
。
占
有
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
公
表
を
媒
介
と
し
て
、
見
た
目
上
の
著
作
者
（auteur 

apparent

（
が
著
作
物
の
著
作
者
と
し
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
た
め
の
技
術
的
道
具
（instrum

ent technique

（
と
し

て
し
か
利
用
さ
れ
な
い
」（

（（
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
占
有
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
ゴ
ー
ス
ト
ラ
イ
タ
ー
契
約
を
正
当
化
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
権
利
の
発
生
場
面
に
お
け
る
知
的
財
産
へ
の
占
有
概
念
の
意
義
は
、
特
に
資
格
者
名
義
の
推
定
と
い
う
場
面
に
お

い
て
観
念
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
推
定
規
定
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
こ
に
占
有
概
念
を
想
起
で
き
る
と
い
う

だ
け
で
あ
っ
て
、
条
文
上
占
有
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
こ
そ
の
法
的
効
果
と
し
て
、
資
格
者
名
義
の
推
定
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
わ
け

で
は
な
い
点
は
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う（（（
（

。
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一
方
で
、
こ
の
よ
う
な
証
明
機
能
と
し
て
の
知
的
財
産
／
知
的
財
産
権
へ
の
占
有
概
念
は
知
的
財
産
権
の
移
転
の
際
に
お
け
る
、

資
格
者
名
義
の
推
定
に
も
現
れ
る
と
い
う
。

　

２　

知
的
財
産
権
の
移
転
の
際
の
資
格
者
名
義
の
推
定

　

知
的
財
産
権
の
移
転
に
際
し
て
公
示
制
度
が
あ
る
場
合
に
は
そ
れ
に
従
わ
せ
ら
れ
る
（
知
的
財
産
法
典
Ｌ
六
一
三
条
の
八
第
五
項

等
（
（（
（

（。
こ
の
よ
う
な
公
示
制
度
が
あ
る
場
合
に
は（（（
（

、
占
有
の
取
得
機
能
は
排
除
さ
れ（（（
（

、
証
明
機
能
の
み
が
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
移
転
が
公
示
制
度
に
従
わ
せ
ら
れ
な
い
場
合
に
、
す
な
わ
ち
精
神
的
著
作
物
の
場
合
に
証
明
機
能
と
し
て
の
占
有

概
念
が
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る（（（
（

。

　

そ
れ
が
特
に
問
題
と
さ
れ
る
の
が
、
法
人
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
著
作
権
侵
害
訴
訟
の
場
面
で
あ
る
。
著
作
権
を
行
使
す
る
場
合

に
は
、
侵
害
訴
訟
で
自
身
が
著
作
権
を
行
使
し
う
る
資
格
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
資
格
の
証
明
に

困
難
を
伴
う
こ
と
が
多
い（（（
（

。

　

そ
の
困
難
性
を
救
済
し
よ
う
と
し
た
判
決
が
一
九
九
三
年
三
月
二
四
日
の
破
毀
院
第
一
民
事
部
の
判
決
（A

réo

判
決
（
で
あ
る（（（
（

。

こ
の
判
決
以
来
、
同
様
の
判
決
が
数
々
存
在
す
る
が（（（
（

、
こ
れ
ら
の
判
例
が
示
す
占
有
的
保
護
に
関
す
る
内
容
を
敷
衍
す
る
と
以
下
の

よ
う
に
な
る
。「
著
作
物
を
具
現
化
し
た
一
の
自
然
人
又
は
複
数
の
自
然
人
の
一
部
に
よ
る
い
か
な
る
権
利
返
還
請
求
も
な
い
場
合

に
は
、
法
人
の
名
の
下
で
著
作
物
を
利
用
す
る
法
人
の
占
有
行
為
（actes de possession

（
は
、
侵
害
者
た
る
第
三
者
に
対
し
て
、

著
作
物
の
性
質
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
当
該
法
人
が
そ
の
著
作
物
に
関
す
る
著
作
者
の
無
体
財
産
権
の
権
利
者
で
あ
る
こ

と
を
推
定
さ
せ
る
」（

（（
（

。

　

こ
の
よ
う
な
判
示
内
容
は
、
ペ
リ
シ
エ
に
よ
れ
ば
、
著
作
物
の
占
有
に
よ
る
推
定
に
基
づ
い
て
い
る
と
判
断
で
き
る
と
い
う（（（
（

。
そ

し
て
、
こ
の
推
定
に
民
法
典
二
二
七
六
条
「
動
産
に
関
し
て
は
、
占
有
は
権
限
に
値
す
る
」
と
の
類
似
性
を
指
摘
す
る
。
民
法
典
二

二
七
六
条
の
適
用
で
は
な
い
も
の
の
、
精
神
的
著
作
物
と
い
う
無
体
財
産
へ
の
民
法
典
二
二
七
六
条
の
入
れ
替
え
で
あ
る
と
評
価
す
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る
の
で
あ
る（（（
（

。
そ
し
て
、
当
該
推
定
は
原
則
と
し
て
法
人
の
侵
害
訴
訟
に
お
い
て
有
効
な
も
の
で
あ
る
が（（（
（

、
法
人
に
よ
る
著
作
物
の

利
用
に
よ
っ
て
精
神
的
著
作
物
へ
の
占
有
が
認
め
ら
れ
、
占
有
の
証
明
機
能
の
適
用
を
可
能
と
し
た
範
囲
で
有
益
な
も
の
と
評
価
す

る
（
（（
（

。

　

一
方
、
パ
ラ
ン
ス
は
こ
の
推
定
に
つ
い
て
占
有
概
念
を
見
る
こ
と
に
反
対
す
る
。
判
例
（A

réo

判
決
（
は
著
作
物
の
利
用
に
よ
っ

て
著
作
物
の
占
有
的
体
素
を
認
め
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
が
、
パ
ラ
ン
ス
に
よ
れ
ば
、
そ
の
射
程
は
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と

い
う
。
な
ぜ
な
ら
、
以
下
の
二
つ
の
指
摘
が
避
け
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
、
著
作
物
の
利
用
行
為
は
、
行
為
者
が
著
作
者
で

あ
る
の
か
そ
の
許
諾
を
受
け
た
者
で
あ
る
か
は
明
確
で
は
な
く
、
著
作
物
の
公
表
ほ
ど
に
は
説
得
力
が
な
く
、
こ
れ
は
著
作
者
た
る

占
有
の
証
明
に
お
い
て
し
か
役
立
た
な
い（（（
（

。
ま
た
、
著
作
物
の
商
業
的
利
用
は
複
数
人
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
あ
る
者
に
よ
る
利
用
が
唯
一
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
証
明
は
不
可
能
な
よ
う
に
思
わ
れ
る（（（
（

。
こ
れ
ら
の
理
由
か
ら
、
商
業
的
利

用
は
占
有
的
体
素
と
な
る
か
は
疑
わ
し
い
と
す
る（（（
（

。

　

こ
れ
ら
の
見
解
に
対
し
て
、「
一
度
占
有
の
非
物
質
化
を
認
め
た
の
で
あ
れ
ば
、
複
数
人
が
所
有
権
者
と
し
て
又
は
少
な
く
と
も

著
作
権
の
資
格
者
と
し
て
同
時
に
行
動
す
る
機
会
を
有
す
る
と
い
う
解
釈
を
や
は
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
占
有
が
不
明
瞭

（équivoque

（
で
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
占
有
概
念
の
適
用
に
つ
い
て
は
こ
の
点
は
問
題
と
な
ら
な
い
と
す
る
見
解
が
あ
る（（（
（

。
ま

た
、
著
作
物
に
つ
い
て
占
有
者
の
利
用
と
侵
害
者
の
利
用
が
同
時
に
起
こ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ（（（
（

、
占
有
者
た
る
利
用
者
が
そ
の
侵
害

者
を
侵
害
と
し
て
排
除
す
る
こ
と
に
よ
り
占
有
の
排
他
性
が
確
保
さ
れ
、
不
明
瞭
で
は
な
く
な
る
と
い
う
見
解
も
存
在
し
て
い
る（（（
（

。

　

㈡　

取
得
機
能
と
し
て
の
知
的
財
産
／
知
的
財
産
権
の
占
有
概
念

　

占
有
の
有
す
る
機
能
と
し
て
は
証
明
機
能
の
他
に
伝
統
的
に
取
得
機
能
が
あ
る（（（
（

。
そ
の
よ
う
な
機
能
を
前
提
と
し
た
上
で
、
知
的

財
産
権
の
取
得
に
関
し
て
、
知
的
財
産
／
知
的
財
産
権
へ
の
占
有
概
念
は
ど
の
よ
う
に
現
れ
る
の
か
。
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１　

本
来
的
な
無
主
物
（res nullius

（
の
先
占
（occupation

（

　

こ
こ
で
の
議
論
の
対
象
は
、
無
主
物
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
ペ
リ
シ
エ
に
よ
れ
ば
、
無
主
物
た
る
支
配
な
き
物
と
は
、
共
通
の

物
（chose com

m
une

（、
創
造
さ
れ
た
物
（chose créée

（、
放
棄
さ
れ
た
物
（chose abandonnée

（
で
あ
る
と
い
う（（（
（

。
例
え
ば
、

共
通
の
物
に
お
け
る
先
占
と
は
、
商
標
、
商
号
等
が
想
起
さ
れ
、
創
造
さ
れ
た
物
に
お
け
る
先
占
に
は
発
明
が
想
起
さ
れ
る
と
い
う（（（
（

。

な
お
、
精
神
的
著
作
物
は
そ
の
検
討
の
範
囲
に
は
含
ま
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
著
作
物
の
創
造
の
み
で
排
他
権
が
付
与
さ
れ
る
か

ら
で
あ
る（（（
（

。

　

⑴　

識
別
標
章
（signe distinctif

（
の
先
占

　

ペ
リ
シ
エ
に
よ
れ
ば
、
識
別
標
章
は
、
元
来
、
人
類
に
共
通
の
物
で
あ
る
。
そ
れ
が
識
別
標
識
と
し
て
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

と
、
そ
こ
に
は
な
ん
ら
か
の
先
占
が
観
念
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
商
号
、
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
に
つ
い
て
は
使
用
が
証
明
さ
れ
る
必
要

が
あ
る
が
、
こ
の
使
用
は
明
確
で
あ
り
一
時
的
な
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
は
先
占
を
実
行
す
る
占
有
と
言
え

る
（
（（
（

。
そ
し
て
、
商
標
の
取
得
は
出
願
と
い
う
形
式
性
に
従
わ
せ
ら
れ
る
が
、
そ
こ
で
は
商
号
及
び
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
の
先
使
用
に

よ
っ
て
商
標
権
の
取
得
が
排
除
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
（
知
的
財
産
法
典
Ｌ
七
一
一
条
の
四
（。
つ
ま
り
、
商
標
の
取
得
が
標
章
の
先
の

占
有
の
実
行
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
、
占
有
と
い
う
事
実
上
の
権
限
が
商
標
の
排
他
権
に
取
っ
て
か
わ
る（（（
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
ペ
リ
シ
エ
に

よ
れ
ば
先
占
と
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
、
識
別
標
章
を
取
得
し
う
る
と
い
う
の
で
あ
る（（（
（

。

　

一
方
、
パ
ラ
ン
ス
は
そ
の
よ
う
な
見
解
を
批
判
す
る
。
前
提
と
し
て
の
識
別
標
章
の
無
主
物
性
に
疑
問
を
提
示
し（（（
（

、
識
別
標
章
は

識
別
的
特
質
の
創
造
に
よ
っ
て
誕
生
す
る
と
す
る（（（
（

。
そ
し
て
、
識
別
性
は
選
択
で
は
な
く
そ
の
使
用
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ（（（
（

、
そ
の
識

別
性
に
よ
る
排
他
性
は
同
一
又
は
類
似
の
商
品
等
の
範
囲
に
し
か
及
ば
な
い（（（
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
識
別
標
章
は
あ
く
ま
で
創
造
物
で
あ
り
、

先
占
は
識
別
標
章
の
取
得
に
お
い
て
は
な
ん
ら
の
役
割
も
演
じ
ず
、
標
章
が
経
済
的
価
値
を
表
明
す
る
瞬
間
か
ら
、
標
章
は
財
産
と

し
て
の
法
的
制
度
を
公
衆
の
精
神
に
同
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
る（（（
（

。
そ
こ
で
は
、
占
有
は
識
別
標
章
の
使
用
の
証
明
と
し
て
機
能
し
、
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取
得
の
技
術
的
基
礎
と
し
て
は
介
入
し
な
い
と
評
価
す
る
の
で
あ
る（（（
（

。

　

⑵　

発
明
の
先
占

　

ペ
リ
シ
エ
は
以
下
の
様
に
発
明
の
先
占
を
評
価
す
る
。
先
に
出
願
者
の
た
め
の
推
定
の
存
在
を
占
有
の
機
能
と
し
て
見
た
が
、
こ

れ
は
発
明
の
占
有
に
基
づ
い
て
い
る（（（
（

。
特
許
権
を
取
得
す
る
か
否
か
は
、
出
願
行
為
に
か
か
っ
て
い
る
。
発
明
は
、
最
初
は
無
主
物

で
あ
り（（（
（

、
出
願
前
の
発
明
は
支
配
な
き
財
産
（bien sans m

aître

（
で
あ
り
、
特
許
権
の
取
得
は
発
明
の
占
有
者
に
与
え
ら
れ
た
機

能
と
し
て
現
れ
る（（（
（

。
出
願
は
そ
の
発
明
の
先
占
を
実
行
す
る
も
の
で
あ
り
、
事
実
上
の
権
限
で
あ
る
占
有
の
表
明
で
あ
る（（（
（

。

　

ペ
リ
シ
エ
の
説
に
対
し
、
パ
ラ
ン
ス
は
発
明
者
の
権
利
に
着
目
し
て
以
下
の
よ
う
に
反
論
す
る
。
発
明
と
発
明
者
と
の
間
に
は
一

定
の
関
係
が
存
在
し
、
そ
の
発
明
と
い
う
創
造
行
為
は
一
種
の
特
許
権
の
留
保
を
発
明
者
に
作
り
出
す（（（
（

。
そ
れ
ゆ
え
に
、
あ
る
一
定

の
特
殊
な
制
度
、
す
な
わ
ち
、
従
業
者
発
明
（
知
的
財
産
法
典
Ｌ
六
一
一
条
の
七
（（

（（
（

、
権
利
返
還
請
求
（
知
的
財
産
法
典
Ｌ
六
一
一
条
の

八
（（

（（
（

、
人
的
先
占
有
権
（
知
的
財
産
法
典
Ｌ
六
一
三
条
の
七
（（

（（
（

の
よ
う
な
制
度
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
発
明
者
の
権
利
（un 

droit de lʼinventeur

（（
（（
（

の
存
在
は
、
所
有
権
の
原
始
取
得
方
法
と
し
て
の
発
明
の
先
占
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
拒
絶
す
る
も
の
で
あ
り
、

た
と
え
出
願
と
い
う
占
有
の
表
明
を
行
っ
て
も
、
発
明
の
占
有
と
い
う
概
念
の
み
で
は
特
許
を
取
得
さ
せ
る
の
に
は
不
十
分
で
あ
る

と
す
る
の
で
あ
る（（（
（

。

　

２　

埋
蔵
物
の
発
見
（invention des trésors

（
と
死
後
の
著
作
物
（œ

uvre posthum
e

（

　

先
占
は
本
来
的
な
無
主
物
の
場
合
だ
け
で
な
く
、
遺
棄
物
（res derelictae

（
の
場
合
に
も
存
在
す
る
。
民
法
典
七
一
六
条
二
項

は
埋
蔵
物
を
「
誰
も
そ
の
所
有
権
を
正
当
化
で
き
な
い
、
あ
ら
ゆ
る
隠
さ
れ
た
又
は
埋
め
ら
れ
た
物
」
と
定
義
し
て
い
る
。
こ
の
場

合
に
、
占
有
の
実
行
と
な
る
発
見
は
、
財
産
の
即
時
取
得
で
あ
る
先
占
と
同
じ
効
果
を
生
み
出
す（（（
（

。
こ
の
規
定
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
フ

ラ
ン
ス
に
お
い
て
議
論
さ
れ
た
の
が
、
い
わ
ゆ
る
死
後
に
公
表
さ
れ
た
著
作
物
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
問
題
と
な
る
場
面
は
、
著
作
権
の
存
続
期
間
の
満
了
後
（
著
作
者
の
死
後
七
〇
年
経
過
後
（
に
、
そ
の
著
作
物
が
公
表
さ
れ
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る
場
合
で
あ
る
（
知
的
財
産
法
典
Ｌ
一
二
三
条
の
四
第
一
項
（。
こ
の
場
合
に
は
、
そ
の
排
他
的
権
利
が
「
発
行
を
行
い
又
は
行
わ
せ

る
、
著
作
物
の
所
有
者
、
相
続
人
、
又
は
そ
の
他
の
資
格
に
お
け
る
者
に
帰
属
す
る
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
（
知
的
財
産
法
典
Ｌ
一

二
三
条
の
四
第
三
項
（。
こ
の
よ
う
に
、
著
作
物
の
有
体
的
基
礎
の
所
有
権
者
が
著
作
物
に
対
す
る
権
利
の
資
格
者
と
な
る
の
で
あ
る（（（
（

。

こ
れ
は
、
有
体
物
に
対
す
る
所
有
権
と
著
作
権
の
独
立
と
い
う
原
則
（
知
的
財
産
法
典
Ｌ
一
一
三
条
の
一
（
の
例
外
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る（（（
（

。

　

ゴ
テ
ィ
エ
は
こ
の
規
定
に
つ
い
て
、「
ど
う
し
よ
う
も
な
い
ほ
ど
埋
蔵
物
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
財
産
法
に
お
い
て
は
、
民

法
典
七
一
六
条
が
『
埋
蔵
物
を
隠
さ
れ
又
は
埋
め
ら
れ
た
物
で
あ
っ
て
』、『
偶
然
に
よ
る
純
粋
な
効
果
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
あ
ら

ゆ
る
物
』
と
定
義
し
、
埋
蔵
物
の
所
有
権
が
『
自
己
の
土
地
で
埋
蔵
物
を
発
見
す
る
者
に
属
す
る
』
と
し
て
い
る
。
精
神
的
著
作
物

は
金
貨
で
い
っ
ぱ
い
の
小
箱
を
同
じ
よ
う
に
欲
し
な
い
の
か
？
」
と
述
べ（（（
（

、
こ
の
規
定
を
民
法
典
七
一
六
条
に
近
接
さ
せ
る（（（
（

。

　

ペ
リ
シ
エ
は
こ
れ
を
更
に
進
め
て
こ
の
二
つ
の
規
定
を
同
一
視
し（（（
（

、
公
表
の
手
続
に
よ
り
そ
の
著
作
物
の
所
有
権
者
は
事
実
上
の

権
限
を
表
明
す
る
と
す
る
。「
こ
の
操
作
は
、
埋
蔵
物
の
発
見
と
い
う
、
埋
蔵
物
の
所
有
権
者
を
認
識
し
え
な
い
、
隠
さ
れ
た
又
は

埋
め
ら
れ
た
動
産
の
先
占
を
実
行
す
る
、
占
有
に
お
け
る
入
り
口
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
」（

（（
（

。
こ
の
よ
う
に
、
死
後
に
公
表
さ

れ
た
著
作
物
を
埋
蔵
物
の
場
合
と
同
様
に
捉
え
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
こ
に
権
利
の
取
得
機
能
と
し
て
の
占
有
概
念
を
見
る
の
で
あ
る（（（
（

。

　

一
方
で
、
パ
ラ
ン
ス
は
そ
の
よ
う
な
見
解
を
否
定
す
る
。
民
法
典
七
一
六
条
二
項
は
埋
蔵
物
を
「
誰
も
そ
の
所
有
権
を
正
当
化
で

き
な
い
、
あ
ら
ゆ
る
隠
さ
れ
た
又
は
埋
め
ら
れ
た
物
」
と
定
義
し
て
い
る
が
、
死
後
の
著
作
物
は
、
著
作
者
が
認
識
す
る
範
囲
で
著

作
物
が
そ
の
相
続
者
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
「
誰
も
所
有
権
を
正
当
化
で
き
な
い
物
」
で
は
な
い（（（
（

。
さ

ら
に
、
こ
の
公
表
を
著
作
物
の
所
有
権
者
は
支
配
し
て
い
な
い
。
と
い
う
の
は
、
当
該
公
表
は
著
作
者
自
身
が
拒
絶
す
る
場
合
も
あ

り
、
そ
の
公
表
権
を
行
使
し
う
る
者
は
知
的
財
産
法
典
Ｌ
一
二
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
さ
れ
て
い
る
し
、
こ
れ
ら
の
者
が
存
在
し

な
い
場
合
は
裁
判
所
に
公
表
の
許
可
を
求
め
る
必
要
が
あ
り
、
公
表
に
つ
い
て
知
的
財
産
法
典
Ｌ
一
二
三
条
の
四
第
二
項
が
規
定
す
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る
者
に
公
表
に
関
す
る
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る（（（
（

。
そ
の
観
点
か
ら
、
こ
の
公
表
と
占
有
は
そ
の
存
在
と
機
能
に
よ
っ

て
区
別
さ
れ（（（
（

、
二
つ
の
観
念
は
混
同
さ
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
先
占
と
い
う
観
点
は
著
作
権
の
取
得
と
い
う
場
面
で
は
機
能
し
な
い

と
パ
ラ
ン
ス
は
評
価
す
る
の
で
あ
（
（（
（（
（（
（

る
。

　

３　

無
権
利
者
か
ら
の
（a non dom

ino

（
移
転
の
際
の
知
的
財
産
権
の
取
得
（
民
法
典
二
二
七
六
条
と
知
的
財
産
権
（

　

民
法
典
二
二
七
六
条
は
、
民
法
の
立
場
か
ら
も（（（
（

、
知
的
財
産
法
の
立
場
か
ら
も（（（
（

、
そ
し
て
、
判
例
に
お
い
て
も（（（
（

、
伝
統
的
に
無
体

物
に
は
適
用
さ
れ
な
い
と
さ
れ
て
き
た（（（
（

。
そ
れ
は
占
有
を
有
体
物
に
限
る
と
い
う
ド
グ
マ
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
無

体
物
に
占
有
を
認
め
る
と
い
う
立
場
に
立
て
ば
二
二
七
六
条
の
規
定
の
適
用
が
問
題
と
な
る
。

　

特
許
権
と
商
標
権
は
そ
の
移
転
に
公
示
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
お
り
（
知
的
財
産
法
典
Ｌ
六
一
三
条
の
八
、
Ｌ
六
一
三
条
の
九
、
Ｌ
七
一

四
条
の
一
、
Ｌ
七
一
四
条
の
七
（、
公
示
制
度
が
あ
る
場
合
に
は
民
法
典
二
二
七
六
条
の
適
用
は
問
題
と
さ
れ
な
い（（（（
（

。

　

一
方
で
、
著
作
権
に
つ
い
て
移
転
の
際
の
公
示
制
度
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い（（（（
（

。
ペ
リ
シ
エ
は
公
表
を
伴
わ
な
い
著
作
権
の
移
転
に

つ
い
て
、
利
用
に
よ
り
創
作
に
関
す
る
事
実
上
の
権
限
を
証
明
し
た
者
に
報
償
を
与
え
る
の
が
正
当
で
あ
ろ
う
と
し
て
、
民
法
典
二

二
七
六
条
の
取
得
機
能
の
適
用
を
肯
定
す
る（（（（
（

。

　

し
か
し
、
パ
ラ
ン
ス
は
、
知
的
財
産
法
典
Ｌ
一
三
一
条
の
二
及
び
Ｌ
一
三
一
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
著
作
権
の
譲
渡
は
厳
格
な
形

式
性
が
課
さ
れ
る
上
に（（（（
（

、
著
作
物
の
遍
在
性
か
ら
そ
の
利
用
は
同
時
に
い
く
つ
も
起
こ
り
う
る
も
の
で
あ
る
と
し
て（（（（
（

、
そ
の
よ
う
な

見
解
を
否
定
す
る
。

　

こ
の
点
、
ペ
リ
シ
エ
の
見
解
を
受
け
た
知
的
財
産
法
学
者
か
ら
は
民
法
典
二
二
七
六
条
の
適
用
に
肯
定
的
な
学
説
も
存
在
す
る
が（（（（
（

、

占
有
剝
奪
（dépossession

（
及
び
準
占
有
剝
奪
（quasi-dépossession
（
が
存
在
し
な
い
と
し
て
民
法
典
二
二
七
六
条
の
適
用
を
否

定
す
る
学
説
も
存
在
し
て
い
る（（（（
（

。

　

と
こ
ろ
で
、
著
作
権
の
譲
渡
の
場
合
に
は
、
二
重
譲
渡
の
場
合
に
そ
の
対
抗
要
件
も
問
題
と
な
り
う
る（（（（
（

。
こ
の
点
、
営
業
財
産
と
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同
様
そ
の
日
付
の
前
後
で
判
断
す
る
と
い
う
見
解
と（（（（
（

、
利
用
を
行
っ
て
い
る
そ
の
創
造
に
関
す
る
事
実
上
の
権
限
を
証
明
す
る
者
を

優
先
す
る
民
法
典
一
一
四
一
条（（（（
（

に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
と
い
う
見
解（（（（
（

が
対
立
し
て
い
る
。
こ
の
著
作
物
の
利
用
を
占
有
と
み
る
見
解

に
つ
い
て
は
、
パ
ラ
ン
ス
は
著
作
物
の
利
用
に
よ
っ
て
は
占
有
の
偏
在
性
と
い
う
問
題
を
解
決
し
て
い
な
い
と
し
て
、
民
法
典
二
二

七
六
条
に
規
定
さ
れ
る
占
有
の
取
得
機
能
に
無
体
物
の
移
転
を
か
か
ら
し
め
る
こ
と
と
な
る
と
い
う
批
判
を
な
し
て
い
る（（（（
（

。

　

４　

商
標
の
取
得
時
効（（（（
（

　

知
的
財
産
法
典
Ｌ
七
一
四
条
の
三
第
三
項
は
、「
七
一
一
条
の
四
に
基
づ
く
無
効
訴
訟
は
、
先
の
権
利
の
所
有
者
の
み
が
提
起
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
訴
訟
は
、
商
標
が
善
意
で
登
録
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
そ
の
者
が
そ
の
商
標
の
使
用
を
五
年
間

黙
認
し
て
い
た
場
合
は
、
受
理
さ
れ
な
い
」
と
規
定
し
、
Ｌ
七
一
六
条
の
五
第
四
項
は
「
商
標
の
使
用
が
五
年
間
黙
認
さ
れ
た
後
の

登
録
さ
れ
た
商
標
の
侵
害
訴
訟
は
、
そ
の
出
願
が
悪
意
で
さ
れ
た
も
の
で
な
い
限
り
、
受
理
さ
れ
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
不
受
理
は
、

使
用
が
黙
認
さ
れ
た
商
品
及
び
役
務
に
限
定
さ
れ
る
」
と
規
定
す
る
。

　

ペ
リ
シ
エ
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
規
定
が
先
願
者
に
は
消
滅
時
効
と
し
て
機
能
し
、
後
願
者
に
は
取
得
時
効
と
し
て
機
能
す
る
と

評
価
で
き
る
と
い
う（（（（
（

。
後
願
者
の
使
用
は
曖
昧
で
な
く
公
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
必
要
が
あ
り
、
善
意
要
件
が
課
さ
れ
る
点
で
、
占

有
及
び
時
効
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
許
容
に
よ
る
訴
権
の
失
効
と
の
近
接
が
見
ら
れ
る
と
す
る
の
で
あ
る（（（（
（

。
後
願
者
に
よ
る
商
標
の
使
用

と
い
う
占
有
行
為
は
無
体
動
産
の
占
有
で
あ
り
、
知
的
財
産
法
典
は
上
述
の
よ
う
な
規
定
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
、
無
体
動
産
の
占

有
の
有
効
性
を
証
明
し
て
い
る
と
評
価
し
て
い
る（（（（
（

。

　

５　

著
作
権
の
取
得
時
効

　

例
え
ば
著
作
物
を
悪
意
で
三
〇
年
間
に
わ
た
り
占
有
し
て
い
た
者
が
、
著
作
権
の
取
得
時
効
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か（（（（
（

。

著
作
物
の
利
用
行
為
が
複
数
人
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
か
ら
著
作
権
の
占
有
を
観
念
す
る
こ
と
が
不
適
切
で
あ
る
と
す
る
見
解
に

従
え
ば（（（（
（

、
当
然
こ
の
よ
う
な
検
討
は
否
定
的
に
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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シ
ム
レ
ー
ル
は
、
以
下
の
要
件
が
満
た
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
な
い
と
し
つ
つ
も（（（（
（

、
著
作
物
の
占
有
が
成
立
す
る
た

め
に
は
、
侵
害
者
の
利
用
が
著
作
物
の
正
当
な
利
用
に
よ
っ
て
異
議
を
唱
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
、
資
格
者

が
そ
の
著
作
物
を
放
棄
し
占
有
剝
奪
状
態
に
あ
っ
た
と
み
な
さ
れ
る
た
め
に
は
、
侵
害
行
為
に
直
面
し
て
な
お
権
利
行
使
を
し
な
い

必
要
が
あ
る
と
す
る（（（（
（

。
そ
し
て
、
取
得
時
効
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
対
象
と
な
る
の
は
あ
く
ま
で
財
産
的
権
利
の
み
で
あ

り
（
（（（
（

、
そ
の
範
囲
は
そ
の
著
作
権
全
体
に
及
ぶ
の
で
は
な
く
、
三
〇
年
間
利
用
さ
れ
て
い
た
形
態
に
よ
っ
て
画
さ
れ
る
と
す
る（（（（
（

。

　

６　

善
意
占
有
者
に
よ
る
実
施
料
の
取
得

　

シ
ム
レ
ー
ル
は
正
当
権
限
を
有
し
な
い
者
の
著
作
権
の
行
使
に
基
づ
く
実
施
料
の
取
得
に
占
有
観
念
の
適
用
を
見
る
。
問
題
と
な

る
場
面
と
し
て
は
、
権
利
返
還
請
求
訴
訟
と
侵
害
訴
訟
の
二
つ
の
場
面
が
存
在
し
て
い
る
。

　

そ
こ
で
問
題
と
さ
れ
る
の
は
善
意
占
有
者
の
果
実
収
受
権
を
規
定
す
る
民
法
典
五
四
九
条（（（（
（

の
規
定
で
あ
る
。
な
お
、
シ
ム
レ
ー
ル

は
こ
こ
で
の
検
討
対
象
で
あ
る
実
施
料
は
果
実
と
性
質
決
定
し
て
い
る（（（（
（

。

　

⑴　

権
利
返
還
請
求
訴
訟

　

例
え
ば
、
権
利
返
還
請
求
訴
訟
の
提
起
を
受
け
る
ま
で
の
間
、
善
意
で
実
施
料
を
受
け
取
っ
て
い
た
場
合
に
は
、
こ
の
民
法
典
五

四
九
条
と
同
様
の
適
用
に
よ
っ
て（（（（
（

、
実
施
料
を
返
還
す
る
必
要
が
な
い
と
さ
れ
る（（（（
（

。
さ
ら
に
、
悪
意
で
あ
っ
た
と
し
て
も
三
〇
年
の

取
得
時
効
を
主
張
で
き
る
と
す
る（（（（
（

。

　

⑵　

侵
害
訴
訟

　

シ
ム
レ
ー
ル
は
善
意
の
著
作
権
の
侵
害
者
、
す
な
わ
ち
、
自
己
が
実
施
す
る
権
利
を
取
得
し
た
と
信
じ
た
善
意
の
侵
害
者
に
つ
い

て
は
、
上
記
権
利
返
還
請
求
訴
訟
の
場
合
と
異
な
ら
な
い
と
し
て
民
法
典
五
四
九
条
の
適
用
を
主
張
し
て
い
る（（（（
（

。

　

㈢　

保
護
機
能
と
し
て
の
知
的
財
産
／
知
的
財
産
権
の
占
有
概
念
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こ
れ
は
ペ
リ
シ
エ
が
占
有
の
機
能
と
し
て
伝
統
的
な
証
明
機
能
と
取
得
機
能
に
加
え
て
新
た
に
付
け
加
え
る
占
有
の
機
能
で
あ
り
、

占
有
を
所
有
権
か
ら
解
放
さ
れ
た
自
律
的
制
度
と
性
質
決
定
す
る
こ
と
に
由
来
す
る
機
能
で
あ
る
。

　

１　

知
的
財
産
（
権
（
質
と
占
有
概
念

　

債
権
者
の
保
護
の
観
点
か
ら
、
使
用
に
よ
っ
て
し
か
そ
の
存
在
が
正
当
化
さ
れ
な
い
財
産
の
た
め
に
、
非
占
有
質
権
（gage sans 

dépossession

（
が
構
築
さ
れ
て
い
る（（（（
（

。
知
的
財
産
の
分
野
に
お
い
て
は
、
視
聴
覚
的
著
作
物（（（（
（

、
意
匠（（（（
（

、
特
許（（（（
（

、
商
標（（（（
（

、
ソ
フ
ト
ウ

エ
ア（（（（
（

が
問
題
と
な
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
特
別
規
定
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
上
記
の
知
的
財
産
に
関
し
て
は
そ
の
特
別
規
定
に

従
う
こ
と
と
な
り
、
占
有
概
念
は
問
題
と
は
な
ら
な
い
。

　

一
方
、
精
神
的
著
作
物
に
関
す
る
質
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
フ
ラ
ン
ス
担
保
法
改
正
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
（
担
保
に
関
す
る
二
〇
〇
六 

年
三
月
二
三
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
二
〇
〇
六
︲
三
四
六
号
（
以
前
は
、
質
権
設
定
者
に
占
有
喪
失
（dépossession

（
が
要
求
さ
れ
て
い

た
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

例
え
ば
、
精
神
的
著
作
物
の
場
合
に
は
、
設
定
者
の
物
理
的
な
占
有
喪
失
（dépossession physique

（
が
欠
け
て
い
る
の
で
、

そ
の
他
の
知
的
財
産
の
よ
う
に
、
公
示
制
度
に
従
わ
せ
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
見
解
が
あ
っ
た（（（（
（

。
一
方
、
ゴ
テ
ィ
エ
は
、
精
神

的
著
作
物
に
関
す
る
占
有
喪
失
は
、
物
理
的
基
礎
に
お
よ
ぶ
象
徴
的
行
動
（geste sym

bolique

（
で
表
現
さ
れ
る
と
し
て
い
た（（（（
（

。

こ
の
点
、
ペ
リ
シ
エ
は
、
著
作
物
の
物
理
的
基
礎
が
一
つ
し
か
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、
質
権
者
へ
の
引
渡
が
占
有
喪
失
に
適
し
て

お
り
、
物
理
的
基
礎
が
複
数
存
在
し
て
い
る
場
合
に
は
、
例
え
ば
出
版
者
へ
の
質
の
送
達
（signification

（
に
よ
っ
て
、
た
と
え
著

作
者
が
著
作
物
の
利
用
を
継
続
し
う
る
と
し
て
も
そ
の
者
の
権
限
が
ブ
ロ
ッ
ク
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
占
有
喪
失
は
実
行
さ
れ
う
る
と

し
て
い
た（（（（
（

。

　

一
方
で
パ
ラ
ン
ス
は
、
有
体
的
基
礎
が
一
つ
し
か
存
在
し
な
い
場
合
に
つ
い
て
、
ペ
リ
シ
エ
の
見
解
は
無
体
財
産
権
と
有
体
物
へ

の
所
有
権
の
独
立
の
原
則
（
知
的
財
産
法
典
Ｌ
一
一
一
条
の
三
（
を
害
す
る
も
の
で
あ
る
と
批
判
す
る（（（（
（

。
そ
し
て
、
有
体
的
基
礎
が
複
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数
存
在
す
る
場
合
に
は
、
著
作
物
上
に
構
築
さ
れ
て
い
る
権
利
の
総
体
を
麻
痺
さ
せ
る
（paralyser lʼensem

ble des droits

（
こ
と

が
で
き
ず
、
結
局
、
著
作
物
の
利
用
の
独
占
を
著
作
者
か
ら
奪
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
に
は
理
由
が
な

い
と
す
る（（（（
（

。

　

２　

権
利
の
留
保
（réservation

（
と
い
う
役
割
に
よ
る
保
護

　

と
こ
ろ
で
、
財
産
の
保
護
形
式
は
必
ず
し
も
権
利
概
念
に
対
応
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
発
明
は
出
願
し
な
け
れ
ば
権
利

の
対
象
と
は
な
ら
ず
、
形
式
性
を
有
し
な
い
ア
イ
デ
ア
の
段
階
で
は
著
作
権
の
対
象
と
は
な
ら
な
い（（（（
（

。
す
な
わ
ち
、
情
報
と
い
う
財

産
は
、
そ
の
中
で
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
保
護
対
象
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

ペ
リ
シ
エ
に
よ
れ
ば
、
も
し
法
が
そ
の
財
産
へ
の
保
護
を
保
証
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
の
財
産
に
関
す
る
支
配
を
法
が
認

め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
法
の
介
入
が
基
礎
づ
け
る
事
実
上
の
権
限
は
、
ま
さ
に
占
有
で
あ
る
と
い
う（（（（
（

。

　

⑴　

一
般
法
（droit com

m
un

（
の
権
利
の
留
保

　

取
得
さ
れ
て
い
な
い
財
産
（biens non appropriés

（
が
権
利
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
財
産
上
に
事
実
上
の

権
限
が
お
よ
び
、
保
護
の
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
る
。
ペ
リ
シ
エ
に
よ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
財
産
へ
の
事
実
上
の
権
限
の
実
行
は
そ

の
財
産
の
占
有
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
権
利
の
留
保
の
基
礎
は
占
有
で
あ
る
と
い
う（（（（
（

。
占
有
の
表
明
に
つ
い
て
は
、
そ
の
財
産
の
性

質
に
よ
っ
て
様
々
な
種
類
が
あ
る
が
、
秘
密
に
よ
る
情
報
の
占
有
、
周
知
性
に
よ
る
商
標
の
占
有
が
考
え
ら
れ
る
と
い
う（（（（
（

。

　

取
得
さ
れ
て
い
な
い
財
産
の
占
有
は
、
一
般
法
の
枠
内
で
保
護
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
情
報
の
伝
達
を
含
む
契
約
の
場
合
に
、
そ
の

情
報
が
公
開
さ
れ
る
場
合
に
は
、
債
務
不
履
行
等
で
解
決
さ
れ
る
。
問
題
と
な
る
の
は
、
そ
の
占
有
を
害
す
る
行
為
で
あ
る
。
こ
れ

に
は
刑
事
責
任
と
民
事
責
任
が
存
在
す
る（（（（
（

。
刑
事
責
任
は
、
ノ
ウ
ハ
ウ
の
占
有
を
保
護
す
る
製
造
秘
密
に
認
め
ら
れ
る
侵
害
の
た
め

の
訴
訟（（（（
（

等
が
考
え
ら
れ（（（（
（

、
民
事
責
任
は
、
民
法
典
一
三
八
二
条
と
一
三
八
三
条
に
基
づ
く
不
正
競
争
訴
訟
が
考
え
ら
れ
る
と
い
う（（（（
（

。

⒤　

秘
密
に
よ
る
情
報
の
占
有
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情
報
に
つ
い
て
は
排
他
権
を
取
得
し
て
保
護
を
受
け
る
必
要
は
必
ず
し
も
な
い
。
と
い
う
の
は
、
特
許
の
取
得
は
必
然
的
に
公
開

を
伴
う
こ
と
か
ら
、
特
許
権
を
取
得
し
な
け
れ
ば
、
時
間
的
に
制
限
の
な
い
保
護
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　

ペ
リ
シ
エ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
財
産
へ
の
事
実
上
の
権
限
の
表
明
に
つ
い
て
、
財
産
自
体
の
秘
密
性
は
そ
の
障
害
と
は
な
ら
な
い
と

い
う
。
財
産
が
直
接
的
に
可
視
化
さ
れ
て
い
な
く
と
も
、
財
産
の
存
在
に
疑
念
が
な
く
、
秘
密
と
い
う
仲
介
者
に
よ
っ
て
そ
の
財
産

に
つ
い
て
の
事
実
上
の
権
限
が
明
白
で
あ
れ
ば
足
り
る
か
ら
で
あ
る（（（（
（

。
例
え
ば
、Coca-Cola

は
そ
の
製
造
方
法
を
明
か
し
て
は
い

な
い
が
、
飲
料
の
販
売
を
通
じ
て
、
そ
の
製
造
方
法
を
可
視
的
に
表
明
し
て
い
る
と
評
価
す
る（（（（
（

。

ⅱ　

周
知
性
（notoriété
（
に
よ
る
商
標
の
占
有

　

商
標
に
関
す
る
排
他
権
は
出
願
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
る
が
、
周
知
性
を
有
し
て
い
る
商
標
は
一
般
法
の
保
護
を
得
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
。
ペ
リ
シ
エ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
場
合
、
周
知
性
が
占
有
を
構
築
す
る
商
標
の
事
実
上
の
権
限
の
表
明
と
な
る
。
周
知
性
が
表

明
す
る
占
有
は
、
商
標
に
関
す
る
事
実
上
の
独
占
を
占
有
者
に
与
え
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る（（（（
（

。

　

⑵　

人
的
先
占
有
権
の
存
在

　

一
方
で
、
知
的
財
産
法
典
に
は
「
占
有
」
が
条
文
上
要
件
と
な
っ
て
い
る
規
定
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
が
知
的
財
産
法
典
Ｌ
六

一
三
条
の
七
に
規
定
さ
れ
る
人
的
先
占
有
権
で
あ
る
。
こ
の
人
的
先
占
有
権
は
、
我
が
国
で
言
う
と
こ
ろ
の
先
使
用
に
よ
る
通
常
実

施
権
（
特
許
法
七
九
条
（
に
あ
た
る
。

　

ペ
リ
シ
エ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
人
的
先
占
有
権
も
、
知
的
財
産
の
占
有
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
る（（（（
（

。
占
有
と
い
う
用
語

は
知
的
財
産
法
典
に
お
い
て
は
そ
の
Ｌ
六
一
三
条
の
七
に
唯
一
現
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
解
釈
を
巡
っ
て
は
大
き
な
争
い
が
あ

る
。
以
下
で
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
議
論
を
簡
単
に
ま
と
め
て
お
き
た
い（（（（
（

。

⒤　

立
法
経
緯

　

一
九
六
八
年
一
月
二
日
の
法
律
六
八‒

一
に
よ
り
、
人
的
先
占
有
権
制
度
が
フ
ラ
ン
ス
特
許
法
三
一
条
に
明
文
化
さ
れ
た
。
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「
特
許
出
願
日
又
は
優
先
日
に
、
善
意
で
、
現
在
の
法
律
の
適
用
さ
れ
る
領
域
に
お
い
て
、
特
許
の
対
象
た
る
発
明
の
占
有
を
し

て
い
る
者
は
、
特
許
の
存
在
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
発
明
を
実
施
す
る
人
的
権
利
（le droit, à titre personnel

（
を
有
す
る
。

　

本
条
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
権
利
は
、
そ
れ
が
属
す
る
事
業
と
と
も
に
し
か
移
転
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
」。

　

そ
の
後
一
九
六
七
年
六
月
一
四
日
の
エ
ル
ソ
ジ
ュ
の
報
告
に
お
け
る
法
案
に
お
い
て
は
三
六
条
一
項
は
以
下
の
よ
う
に
修
正
さ
れ

て
い
る（（（（
（

。

　
「
特
許
の
出
願
日
又
は
優
先
日
に
、
善
意
で
、
特
許
の
対
象
と
な
る
発
明
を
構
成
す
る
要
素
を
所
持
し
て
い
た
全
て
の
者
は
、
当

該
特
許
の
存
在
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
要
素
を
職
業
的
活
動
の
目
的
の
た
め
に
使
用
す
る
権
利
を
有
す
る
」（

（（（
（

。

　

そ
し
て
、
当
該
法
案
に
つ
い
て
の
エ
ル
ソ
ジ
ュ
の
説
明
に
よ
る
と
人
的
先
占
有
権
は
判
例
理
論
を
明
文
化
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

を
述
べ
て
い
る（（（（
（

。
た
だ
し
、
こ
の
段
階
で
は
「
所
持
し
て
い
た
（détenir

（」
と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
、「
占
有
」
と
い
う
表
現
と
は

な
っ
て
い
な
い
。

　

当
該
法
案
の
七
月
一
日
の
下
院
審
議
に
お
い
て
、
政
府
に
よ
り
修
正
案
が
示
さ
れ
、
具
体
的
に
は
、「
発
明
を
構
成
す
る
要
素
を

所
持
し
て
い
た
」
と
い
う
表
現
が
「
発
明
の
認
識
を
有
し
て
い
た
」
へ
と
修
正
さ
れ
た（（（（
（

。

　

そ
し
て
、
当
該
法
案
は
上
院
に
付
さ
れ
、
マ
ー
シ
ラ
シ
ィ
ー
議
員
の
一
九
六
七
年
一
一
月
二
六
日
付
報
告
に
お
い
て
「
発
明
の
知

識
を
有
し
て
い
た
」
と
い
う
表
現
が
、「
発
明
を
占
有
し
て
い
た
」
へ
と
変
更
さ
れ
た（（（（
（

。
当
該
規
定
に
つ
い
て
マ
ー
シ
ラ
シ
ィ
ー
議

員
は
以
下
の
よ
う
に
報
告
す
る
。

　
「
人
的
占
有
の
権
利
は
現
在
判
例
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
お
り
、
い
く
つ
か
の
外
国
の
法
制
に
も
存
在
す
る
。
こ
れ
は
善
意
の
占

有
者
に
対
し
排
他
権
の
原
則
を
曲
げ
る
こ
と
を
許
す
も
の
で
あ
る
…
…
が
、
単
に
ラ
イ
セ
ン
ス
又
は
実
施
の
許
可
を
与
え
る
権
利
を

除
い
た
人
的
な
権
利
で
あ
る
。

　

確
か
に
、
特
許
出
願
を
し
な
か
っ
た
最
初
の
発
明
者
は
特
許
に
関
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
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は
、
第
一
条
に
よ
っ
て
、
特
許
権
は
最
初
の
出
願
者
に
属
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
最
初
の
発
明
者
は
侵
害
訴
訟
か
ら

保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

…
…
二
つ
の
不
適
切
な
表
現
を
訂
正
す
る
。
一
つ
は
《
発
明
の
知
識
》
と
い
う
概
念
を
判
例
に
よ
っ
て
是
認
さ
れ
た
《
占
有
》
と

い
う
概
念
に
変
更
し
、
も
う
一
つ
は
職
業
的
な
目
的
の
使
用
を
《
人
的
権
利
の
実
施
》
に
変
更
す
る
」（

（（（
（

。

　

こ
の
よ
う
な
修
正
を
経
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
人
的
先
占
有
権
の
規
定
は
形
作
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

か
か
る
経
緯
で
規
定
さ
れ
た
人
的
先
占
有
権
制
度
は
上
院
で
文
言
上
の
若
干
の
修
正
を
受
け
た
後（（（（
（

、
下
院
の
審
議
で
は
な
ん
ら
修

正
要
求
さ
れ
る
こ
と
な
く
可
決
さ
れ（（（（
（

、
成
立
す
る
こ
と
と
な
っ
た（（（（
（

。
こ
の
よ
う
に
、
最
終
的
に
は
破
毀
院
で
用
い
ら
れ
て
き
た
「
占

有
」
と
い
う
用
語
を
使
用
し
、
人
的
先
占
有
権
制
度
は
創
設
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ⅱ　

学　

説

　

学
説
は
、
こ
の
「
占
有
」
と
い
う
文
言
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
見
解
が
大
き
く
割
れ
て
い
る
。
日
本
で
は
フ
ラ
ン
ス
の
先

使
用
権
に
お
け
る
「
占
有
」
は
発
明
の
実
施
を
要
求
し
な
い
も
の
と
解
釈
さ
れ
る
と
い
う
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
が（（（（
（

、

実
際
は
反
対
説
も
根
強
い
。

⒜　

実
施
を
要
求
し
な
い
学
説

　

人
的
先
占
有
権
の
成
立
に
つ
い
て
発
明
の
実
施
を
要
求
し
な
い
と
い
う
立
場
は
、
古
く
は
プ
イ
エ
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で

あ
る（（（（
（

。
そ
こ
で
は
、
占
有
は
、
発
明
に
対
す
る
認
識
と
い
う
知
的
要
素
と
、
そ
の
認
識
を
基
礎
づ
け
る
物
質
的
要
素
と
の
二
つ
か
ら

構
成
さ
れ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
占
有
の
解
釈
と
し
て
発
明
の
実
施
を
要
求
し
な
い
と
い
う
見
解
は
、
今
日
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
広

く
採
用
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
立
場
が
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
多
数
説
と
考
え
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る（（（（
（

。

⒝　

実
施
を
要
求
す
る
学
説

　

一
方
で
、
そ
の
よ
う
な
多
数
説
に
対
し
て
は
批
判
が
あ
る
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
が
ル
ビ
エ
の
見
解
で
あ
る
。
ル
ビ
エ
の
人
的
先



124

法学研究 86 巻 6 号（2013：6）

占
有
権
の
趣
旨
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
既
得
権
の
保
護
は
、
そ
も
そ
も
実
施
者
の
既
得
権
の
保
護
で
あ
る
の
で
、
ル
ビ
エ
が
実
施

を
占
有
の
要
件
と
し
て
要
求
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
と
い
え
る
。
理
論
的
に
は
、
物
権
法
に
お
け
る
占
有
と
同
じ
意
義
に
こ
の
人
的

先
占
有
権
に
お
け
る
「
占
有
」
を
解
す
る
こ
と
に
よ
り
実
施
を
要
求
す
る（（（（
（

。
い
わ
く
「
実
施
は
『
占
有
』
で
あ
る
。
こ
の
『
占
有
』

は
、
資
格
（titre

（
と
同
等
で
は
な
い
が
、
そ
の
『
占
有
』
を
援
用
し
う
る
者
に
さ
ら
に
な
ん
ら
か
の
権
利
（encore quelques 

droits

（
を
与
え
る
に
違
い
な
い
」（

（（（
（

。

　

こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
ル
ス
タ
ン
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
る
。
ル
ス
タ
ン
は
ル
ビ
エ
の
人
的
先
占
有
権
の
趣
旨
を
前
提
に（（（（
（

、
占

有
概
念
の
検
討
を
通
じ
て
実
施
を
要
求
す
る
見
解
を
支
持
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
人
的
先
占
有
権
の
要
件
と
し
て
発
明
の
認
識
だ
け

で
足
り
る
と
す
る
と
、
占
有
の
構
成
要
素
た
る
体
素
（corpus

（
と
心
素
（anim

us

（
の
う
ち
、「
体
素
」
の
み
に
そ
の
構
成
要
素
を

減
じ
る
こ
と
と
な
る
か
ら
で
あ
る（（（（
（

。
そ
れ
ゆ
え
に
、
ル
ス
タ
ン
は
そ
の
「
心
素
」
を
発
明
の
実
施
を
通
じ
た
発
明
の
実
施
の
意
図
に

求
め
る
の
で
あ
る（（（（
（

。

　

ペ
リ
シ
エ
は
ル
ス
タ
ン
の
見
解
を
支
持
し
つ
つ
、
こ
の
規
定
を
未
だ
に
特
許
化
さ
れ
て
い
な
い
発
明
の
留
保
を
可
能
と
す
る
も
の

で
あ
り
、
占
有
に
基
づ
く
保
護
と
評
価
す
る（（（（
（

。

ⅲ　

裁
判
例
の
状
況

　

裁
判
例
も
学
説
の
よ
う
に
割
れ
て
い
る
も
の
の
、
発
明
の
占
有
と
い
う
要
件
は
発
明
の
認
識
の
み
で
足
り
る
と
す
る
裁
判
例
が
多

い
と
フ
ラ
ン
ス
で
は
評
価
さ
れ
て
い
る（（（（
（

。
そ
の
よ
う
な
裁
判
例
は
、
既
に
一
九
世
紀
頃
か
ら
散
見
さ
れ
た（（（（
（

。
そ
の
傾
向
は
一
九
六
八

年
法
以
降
も
継
続
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い（（（（
（

。

　

一
方
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
人
的
先
占
有
権
制
度
の
基
礎
と
さ
れ
る
一
八
四
九
年
三
月
三
〇
日
判
決（（（（
（

は
実
施
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
事

案
に
基
づ
く
判
決
で
あ
っ
た（（（（
（

。
ま
た
、
一
八
四
九
年
以
前
の
人
的
先
占
有
権
の
例
外
を
認
め
た
判
例
も
全
て
発
明
が
実
施
さ
れ
て
い

た
と
い
う
事
例
で
あ
っ
た（（（（
（

。
そ
の
意
味
で
は
、
人
的
先
占
有
権
と
い
う
例
外
が
そ
の
姿
を
現
し
た
時
代
に
は
、
発
明
の
実
施
が
前
提
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と
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る（（（（
（

。
そ
の
後
も
、
裁
判
例
に
お
い
て
は
、
明
確
に
は
述
べ
ら
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
暗
黙
裏
に
実
施
の
観

念
に
訴
え
か
け
る
判
決
も
存
在
し
て
い
た（（（（
（

。

　

近
年
の
裁
判
例
の
状
況
と
し
て
は
、
明
確
に
実
施
を
要
求
す
る
判
決
は
少
な
く
、
趨
勢
と
し
て
は
実
施
等
を
要
求
し
な
い
裁
判
例

が
多
い
と
評
価
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

四　

お
わ
り
に

　

以
上
が
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
知
的
財
産
／
知
的
財
産
権
と
占
有
の
議
論
状
況
で
あ
る
。

　

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
ペ
リ
シ
エ
の
テ
ー
ズ
に
よ
り
無
体
物
へ
の
占
有
観
念
が
広
く
検
討
さ
れ
、
パ
ラ
ン
ス
に
よ
っ
て
そ
の
範
囲

を
制
限
的
に
解
す
よ
う
に
画
さ
れ
た
も
の
の
、
知
的
財
産
／
知
的
財
産
権
へ
の
占
有
概
念
を
見
い
だ
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
が

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
両
者
の
テ
ー
ズ
を
受
け
た
知
的
財
産
法
学
者
か
ら
は
、
知
的
財
産
／
知
的
財
産
権
の
占
有
概
念
に

対
し
て
肯
定
的
見
解
及
び
否
定
的
見
解
の
両
方
が
見
ら
れ
、
ど
ち
ら
か
が
優
勢
と
い
う
状
態
に
は
な
い
。

　

理
論
的
に
も
、
ペ
リ
シ
エ
と
パ
ラ
ン
ス
の
検
討
に
よ
っ
て
、
知
的
財
産
法
の
様
々
な
場
面
に
お
い
て
知
的
財
産
／
知
的
財
産
権
の

占
有
と
い
う
概
念
が
関
連
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
知
的
財
産
法
の
規
定
を
無
体
物
の
占
有
と
い
う

概
念
か
ら
も
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
分
析
に
あ
え
て
占
有
概
念
を
用
い
る
必
要
が
あ
る

の
か
と
い
う
疑
問
が
存
在
す
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
検
討
は
、
無
体
物
に
占
有
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
民
法
に
規
定
さ
れ
る
よ
う

な
一
定
の
効
果
を
知
的
財
産
／
知
的
財
産
権
の
占
有
に
認
め
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
知
的
財
産
法
典
を
無
体
物
と
占

有
と
い
う
概
念
か
ら
評
価
し
た
に
す
ぎ
な
い
。

　

さ
ら
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
検
討
は
「
無
体
物
の
占
有
」
と
い
う
概
念
を
認
め
た
上
で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
日
本
法
と
の
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安
易
な
比
較
は
で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
な
検
討
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
の
民
法
の
フ
ラ
ン
ス
法
継
受
を
含
め
、
両
国
法
の
民
法
及
び

知
的
財
産
法
の
歴
史
的
・
沿
革
的
分
析
が
欠
か
せ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

そ
し
て
、
我
が
国
知
的
財
産
法
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
も
、
発
明
占
有
（Erfindungsbesitz

（
な
る

概
念
が
存
在
し
て
い
る（（（（
（

。
こ
の
発
明
占
有
概
念
は
ド
イ
ツ
民
法
に
お
け
る
物
質
的
支
配
を
意
味
す
る
占
有
と
は
異
な
る
と
述
べ
ら
れ

る
こ
と
も
あ
り（（（（
（

、
そ
の
意
義
内
容
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
知
的
財
産
／
知
的
財
産
権
の
占
有
を
考
え
る
上
で
は
有
益
で
あ

ろ
う
。

　

そ
れ
ら
を
検
討
す
る
こ
と
が
次
稿
の
課
題
と
な
る
。

（
1
（　

民
集
五
一
巻
六
号
二
七
一
四
頁
。

（
2
（　

無
体
物
へ
の
占
有
と
い
う
議
論
の
呼
び
水
と
な
り
、
無
体
物
へ
の
占
有
概
念
を
詳
細
に
検
討
し
た
の
が
ペ
リ
シ
エ
の
テ
ー
ズ

（A
nne P

ÉLISSIER , Possession et m
eubles incorporels, D

alloz, 2001

（
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
無
体
物
へ
の
占
有
を
肯
定
す
る
た

め
に
、
占
有
の
定
義
を
伝
統
的
理
解
た
る
「
物
理
的
接
触
（contact physique

（」
を
通
じ
た
支
配
で
は
な
く
、
物
理
的
接
触
か
ら
解

放
さ
れ
た
「
事
実
上
の
権
限
（pouvoir de fait
（」
と
占
有
を
定
義
し
て
、
論
述
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
事
実
上
の
権
限
た
り
う
る
に

は
、
そ
の
権
限
が
第
三
者
に
認
識
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
（nº21（, p.100

（。
第
三
者
（
社
会
（
に
よ
る
承
認
は
な
ん
ら
か
の
表
徴

（signe

（
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
（n

os228 et s., p.104 et s.

（、
そ
の
表
徴
を
通
じ
て
事
実
上
の
権
限
は
社
会
的
認
識
を

得
る
こ
と
に
な
る
（n

os230 et s., p.105

（。
ペ
リ
シ
エ
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
森
田
宏
樹
「
有
価
証
券
の
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化
の
基
礎
理

論
」
金
融
研
究
二
五
巻
法
律
特
集
号
（
二
〇
〇
六
年
（
二
一
頁
以
下
、
同
「
金
銭
お
よ
び
有
価
証
券
の
無
体
化
・
電
子
化
と
『
占
有
』
概

念
」『
法
の
再
構
築
Ⅲ
科
学
技
術
の
発
展
と
法
』（
東
京
大
学
出
版
会
・
二
〇
〇
七
年
（
二
一
三
頁
以
下
に
詳
し
い
。

　

ペ
リ
シ
エ
の
テ
ー
ズ
は
知
的
財
産
法
の
立
場
か
ら
も
評
価
を
受
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
（
例
え
ば
、Christophe C

A
RO

N , 

“Du droit des biens en tant que droit com
m

un de la propriété intellectuelle

”, JCP G., 2004, I, 162, nº4, p.1625, M
ichel 

V
IV

A
N

T  et Jean-M
ichel B

RU
GU

IÈRE , D
roit dʼauteur et droits voisins, 2édit., D

alloz, 2013, nº404, p.353, note 3. N
icolas 
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B
IN

CT
IN , D

roit de la propriété intellectuelle, 2édit., L.G.D
.J., 2012, nº（, p.2（ et s., m

êm
e auteur, 

“La possession des 
choses corporelles et incorporelles

”, Le Patrim
oine A

u 21
e siècle : regards croisés franco-japonais, Société de 

législation com
parée, 2012, pp.44（ et s.

も
そ
の
見
解
を
前
提
と
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。Y

ann B
A

SIRE , Les fonctions de la 
m

arque : essai sur la cohérence du régim
e juridique dʼun signe distinctif, T

hèse de D
octorat : lʼU

niversité de 
Strasbourg, 2011 p.53

で
も
簡
単
に
触
れ
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
見
解
が
支
持
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（、
懐
疑
的
な

立
場
も
多
く
見
ら
れ
る
（Pierre-Y

ves G
A

U
T

IER , Propriété littéraire et artistique, 8édit., PU
F, 2012, nº264, p.2（2, note 

4.

そ
の
急
先
鋒
がFrédéric P

O
LLA

U
D -D

U
LIA

N

で
あ
る
。
例
え
ば
、F. P

O
LLA

U
D -D

U
LIA

N , La propriété industrielle, Econo-
m

ica, 2010, nº38, pp.20 et s., m
êm

e auteur, 

“La présom
ption prétorienne de titularité du droit dʼauteur dans lʼaction 

en contrefaçon : la jurisprudence A
réo à lʼépreuve du tem

ps

”, RT
D

 com
. 2011, p.4（. 

ま
た
、
ペ
リ
シ
エ
論
文
に
対
す
る
レ

ビ
ュ
ー
も
参
照
（F. P

O
LLA

U
D -D

U
LIA

N , revue de thèse, Propr. Intell., A
vril 2002, nº3, p.132

（。
古
く
は
、F. P

O
LLA

U
D -

D
U

LIA
N , 

“De la prescription en droit dʼauteur

”, RT
D

 com
. 1（（（, p.585

か
ら
無
体
物
へ
の
占
有
に
は
懐
疑
的
で
あ
っ
た
（。

（
3
（　

占
有
の
定
義
は
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
二
二
五
五
条
（
旧
二
二
二
八
条
（
参
照
。

（
4
（　A

. P
ÉLISSIER , op.cit. (nº2), Béatrice P

A
RA

N
CE , La possession des biens incorporels, L.G.D

.J., 2008, Christel 
S

IM
LER , D

roit dʼauteur et droit com
m

un des biens, Litec, 2010. 

パ
ラ
ン
ス
も
物
理
的
接
触
を
無
体
物
へ
の
占
有
に
求
め
な
い

と
い
う
点
で
は
ペ
リ
シ
エ
の
見
解
と
差
異
は
な
く
、
知
的
財
産
の
占
有
に
つ
い
て
両
者
を
比
較
す
る
前
提
が
整
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

（B. P
A

RA
N

CE , n
os83-103, pp.（2-86

（。

（
5
（　A

. P
ÉLISSIER , op.cit. (nº2), nº268, p.121. 

ペ
リ
シ
エ
は
占
有
の
体
素
の
対
象
は
物
で
あ
る
と
す
る
の
で
、
権
利
へ
の
占
有
は
考

慮
し
な
い
（nº4（, p.2（

（。

（
6
（　

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
意
匠
権
と
著
作
権
の
重
複
に
つ
い
て
は
、
駒
田
泰
土
「
応
用
美
術
の
著
作
権
保
護
に
つ
い
て
︱
美
の
一
体
性
の

理
論
に
示
唆
を
受
け
て
」
知
財
年
報
二
〇
〇
九
（
別
冊
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
三
〇
号
（（
商
事
法
務
・
二
〇
一
〇
年
（
二
一
九
頁
以
下
。

（
（
（　A

. P
ÉLISSIER , op.cit. (nº2), nº26（, p.122.

（
8
（　B. P

A
RA

N
CE , op.cit. (nº4), nº203, p.158. 

そ
こ
で
は
、
著
作
権
及
び
特
許
権
の
性
質
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
パ
ラ
ン
ス
は
著
作
者

人
格
権
も
含
め
て
著
作
権
を
所
有
権
と
位
置
づ
け
（n

os204-21（, pp.158-1（0

（、
特
許
権
に
つ
い
て
は
、
特
許
に
対
す
る
所
有
権
で
は
な
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く
発
明
に
対
す
る
所
有
権
と
位
置
づ
け
る
（n

os218-222, pp.1（0-1（3

（。
な
お
、
パ
ラ
ン
ス
の
見
解
で
は
、
物
も
権
利
も
占
有
の
対
象
と

な
り
（n

os23-116, pp.21-（6

（、
著
作
物
、
著
作
物
に
対
す
る
利
用
権
、
そ
し
て
発
明
が
占
有
の
対
象
と
さ
れ
る
（nº21（ et nº222, 

p.1（0 et p.1（3

（。
パ
ラ
ン
ス
は
特
許
権
に
お
い
て
は
、
財
産
権
と
人
格
権
の
区
別
が
な
い
こ
と
か
ら
、
発
明
と
い
う
創
造
へ
の
占
有
と

そ
の
発
明
に
対
す
る
財
産
権
へ
の
占
有
と
を
区
別
す
る
必
要
は
な
い
と
し
て
い
る
（nº221, p.1（2

（。
そ
の
た
め
、
特
許
権
自
体
へ
の
占

有
は
検
討
さ
れ
ず
、
発
明
そ
れ
自
体
の
占
有
の
み
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。

　

シ
ム
レ
ー
ル
は
著
作
物
に
対
す
る
占
有
の
検
討
の
前
提
と
し
て
、
著
作
権
の
性
質
を
所
有
権
と
位
置
づ
け
て
い
る
（C. S

IM
LER , 

op.cit. (nº4), n
os38-1（5, pp.4（-13（

（。
そ
の
上
で
、
占
有
制
度
は
所
有
権
制
度
の
補
助
的
な
制
度
で
あ
る
と
の
理
解
を
前
提
に
、
所
有

権
の
占
有
と
所
有
権
者
の
資
格
に
基
づ
く
物
の
占
有
は
同
じ
で
あ
る
と
し
、
占
有
は
物
に
関
す
る
物
権
の
事
実
上
の
実
行
（excercice 

de fait

（
で
あ
る
と
述
べ
て
検
討
を
進
め
て
い
る
（nº18（, pp.145 et s.

（。

　

本
稿
に
お
い
て
は
、
知
的
財
産
権
の
性
質
決
定
に
つ
い
て
は
知
的
財
産
と
占
有
概
念
の
検
討
と
い
う
目
的
か
ら
は
直
接
的
に
は
外
れ

る
こ
と
か
ら
言
及
し
な
い
（
な
お
、
著
作
権
の
性
質
に
つ
い
て
の
フ
ラ
ン
ス
法
の
状
況
は
駒
田
泰
土
「
フ
ラ
ン
ス
著
作
権
法
一
元
論
に

つ
い
て
」
上
智
法
学
論
集
四
九
巻
三
・
四
号
（
二
〇
〇
六
年
（
六
七
頁
以
下
に
詳
し
い
。
ま
た
、
最
近
の
研
究
と
し
て
村
田
健
介
「
フ

ラ
ン
ス
に
お
け
る
所
有
概
念
の
意
義
︱
著
作
者
人
格
権
の
法
的
性
質
を
題
材
と
し
て
︱
」
法
学
論
叢
一
七
一
巻
六
号
（
二
〇
一
二
年
（

三
九
頁
以
下
、
一
七
二
巻
三
号
（
二
〇
一
二
年
（
三
七
頁
以
下
［
未
完
］（。
知
的
財
産
権
の
性
質
を
所
有
権
と
見
る
か
に
つ
い
て
は

様
々
な
考
慮
が
必
要
で
あ
り
、
今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
。

（
（
（　B. P

A
RA

N
CE , op.cit. (nº4), n

os22（ et s., pp.1（（ et s.

（
10
（　B. P

A
RA

N
CE , op.cit. (nº4), nº22（, pp.1（（ et s.

（
11
（　B. P

A
RA

N
CE , op.cit. (nº4), nº230, p.1（8.

（
12
（　

主
に
発
明
が
想
定
さ
れ
て
い
る
（A

. P
ÉLISSIER , op.cit. (nº2), nº2（0, p.122

（。

（
13
（　A

. P
ÉLISSIER , op.cit. (nº2), nº2（2, p.123.

（
14
（　

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
は
、
条
文
上
特
許
出
願
時
か
ら
特
許
権
に
基
づ
く
権
利
行
使
が
可
能
と
な
る
（
知
的
財
産
法
典
Ｌ
六
一
三
条

の
一
（。
た
だ
し
、
知
的
財
産
法
典
Ｌ
六
一
五
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
、
実
際
の
権
利
行
使
は
す
ぐ
に
は
で
き
な
い
。

（
15
（　A

. P
ÉLISSIER , op.cit. (nº2), nº2（3, p.124.
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（
16
（　

知
的
財
産
法
典
Ｌ
七
一
二
条
の
一
。

（
1（
（　A

. P
ÉLISSIER , op.cit. (nº2), nº2（5, p.126. 

こ
れ
は
商
標
法
が
使
用
主
義
を
採
用
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
後
述
す
る

様
に
他
人
の
使
用
に
よ
り
商
標
の
取
得
が
現
実
的
に
妨
げ
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

（
18
（　A

. P
ÉLISSIER , op.cit. (nº2), n

os2（6 et s., pp.126 et s.

（
1（
（　

条
文
の
翻
訳
に
は
著
作
権
情
報
セ
ン
タ
ー
（CRIC

（
の
外
国
著
作
権
法
令
集
フ
ラ
ン
ス
編
［
大
山
幸
房
］
の
訳
を
参
考
に
し
て
い

る
。

（
20
（　A

. P
ÉLISSIER , op.cit. (nº2), nº2（1, p.135.

（
21
（　A

. P
ÉLISSIER , op.cit. (nº2), nº2（5, p.13（.

（
22
（　A

. P
ÉLISSIER , op.cit. (nº2), n

os2（5 et s., pp.13（ et s.

（
23
（　A

. P
ÉLISSIER , op.cit. (nº2), nº2（6, pp.138 et s.

（
24
（　A

lbert C
H

A
V

A
N

N
E  et Jean-Jacques B

U
RST , D

roit de la propriété industrielle, D
alloz, 1（（6, nº831, p.450.

（
25
（　A

. P
ÉLISSIER , op.cit. (nº2), nº2（（, p.13（. 

（
26
（　A

. P
ÉLISSIER , op.cit. (nº2), nº2（8, p.140.

（
2（
（　B. P

A
RA

N
CE , op.cit. (nº4), nº21（, p.1（0.

な
お
、
シ
ム
レ
ー
ル
は
物
の
占
有
と
権
利
の
占
有
を
同
一
視
す
る
の
で
、
著
作
物
の
占

有
と
著
作
権
の
占
有
と
い
う
概
念
を
意
識
的
に
は
区
別
し
て
い
な
い
（C. S

IM
LER , op.cit. (nº4), nº18（, pp.145 et s.

（。

（
28
（　

パ
ラ
ン
ス
は
著
作
物
の
商
業
的
利
用
が
そ
の
利
用
権
の
占
有
的
体
素
と
な
る
か
は
疑
わ
し
い
と
す
る
。
物
権
の
占
有
的
体
素
は
そ
の

実
施
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
が
、
著
作
権
に
お
い
て
は
そ
の
商
業
的
利
用
が
他
の
誰
に
も
行
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
証
明
は
困
難
で
あ
り
、

商
業
的
利
用
行
為
が
占
有
的
体
素
を
表
明
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
か
ら
と
理
由
づ
け
る
（B. P

A
RA

N
CE , op.cit. (nº4), nº236, p.182

（。

ま
た
、
発
明
の
商
業
的
利
用
に
つ
い
て
も
、
著
作
物
の
商
業
的
利
用
の
場
合
と
同
様
の
占
有
的
体
素
へ
の
困
難
性
が
表
明
さ
れ
る
（B. 

P
A

RA
N

CE , op.cit. (nº4), nº23（, p.183

（。

（
2（
（　A

. P
ÉLISSIER , op.cit. (nº2), nº336, p.166.

パ
ラ
ン
ス
も
、
特
許
出
願
は
発
明
の
権
利
者
と
し
て
の
推
定
規
定
（
知
的
財
産
法
典
Ｌ

六
一
一
条
の
六
（
に
よ
り
発
明
の
占
有
的
体
素
の
表
明
と
評
価
で
き
る
と
す
る
（B. P

A
RA

N
CE , op.cit. (nº4), nº238, p.183

（。N
. 

B
IN

CT
IN , op.cit. (nº2), m

anuel, nº（, p.30

も
同
旨
。
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（
30
（　A

. P
ÉLISSIER , op.cit. (nº2), nº336 p.16（. 

た
だ
し
、
こ
れ
は
単
な
る
推
定
規
定
で
あ
っ
て
証
明
責
任
を
転
換
す
る
も
の
に
す
ぎ
ず
、

知
的
財
産
法
典
Ｌ
六
一
一
条
の
八
は
発
明
の
真
の
所
有
者
に
よ
る
権
利
返
還
請
求
を
認
め
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
要
す
る
と
さ
れ
る
（A

. 
P

ÉLISSIER , op.cit. (nº2), nº33（, p.16（

（。

（
31
（　Jaques R

A
Y

N
A

RD , Le tiers au pays du droit dʼauteur, Publicité et opposabilité de la propriété littéraire et 
artistique, JCP., 1（（（, I, 138, nº（.

（
32
（　A

. P
ÉLISSIER , op.cit. (nº2), nº330, p.163.

た
だ
し
、
こ
れ
を
民
法
二
二
七
六
条
（
旧
二
二
七
九
条
（
と
同
一
視
し
て
は
な
ら
な

い
と
さ
れ
る
（A

. P
ÉLISSIER , op.cit. (nº2), n

os330 et s., pp.163 et s. 

反
対
説
と
し
てJ. R

A
Y

N
A

RD , op.cit. (nº31), nº（

（。

（
33
（　

パ
ラ
ン
ス
も
、
知
的
財
産
法
典
Ｌ
一
一
三
条
の
一
に
よ
っ
て
著
作
物
に
対
す
る
資
格
者
の
推
定
が
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
公

表
は
著
作
物
の
占
有
の
最
も
説
得
力
の
あ
る
要
素
の
一
つ
で
あ
る
と
し
て
い
る
（B. P

A
RA

N
CE , op.cit. (nº4), nº231, p.1（（

（。
た
だ
し
、

公
表
は
著
作
物
に
関
す
る
利
用
権
の
占
有
の
証
明
に
は
寄
与
し
な
い
と
も
す
る
（nº231, p.180

（。
な
お
、
パ
ラ
ン
ス
に
よ
れ
ば
、
発
明

の
公
表
は
著
作
物
の
公
表
と
は
異
な
り
な
ん
ら
の
法
的
効
果
も
有
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
占
有
的
体
素
の
表
明
と
は
言
い
難
い
と
さ
れ

る
（B. P

A
RA

N
CE , op.cit. (nº4), nº23（, pp.182 et s.

（。
ま
た
、
公
表
後
の
著
作
者
人
格
権
の
行
使
は
、
著
作
物
の
支
配
者
の
利
用
を

証
明
し
、
著
作
物
の
占
有
を
構
成
す
る
要
素
で
あ
る
占
有
的
体
素
と
分
析
さ
れ
る
と
す
る
（B. P

A
RA

N
CE , op.cit. (nº4), nº232, p.180

（。

　

一
方
シ
ム
レ
ー
ル
は
、
公
表
行
為
が
占
有
の
証
明
機
能
の
表
明
で
あ
る
こ
と
に
賛
同
し
つ
つ
も
（C. S

IM
LER , op.cit. (nº4), nº205, 

p.154

（、
民
法
典
二
二
七
六
条
と
の
比
較
の
観
点
か
ら
「
最
初
の
利
用
（prem

ière exploitation

（」
を
重
視
す
る
（nº208, p.156

（。

す
な
わ
ち
、
占
有
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
物
権
の
実
施
か
ら
そ
の
物
権
の
存
在
を
演
繹
す
る
よ
う
に
、
著
作
権
に
つ
い
て
も
そ
の
存
在
を
利

用
か
ら
演
繹
で
き
る
と
す
る
（nº20（, p.156

（。
た
だ
し
、
シ
ム
レ
ー
ル
は
著
作
物
の
遍
在
性
に
よ
る
不
明
瞭
性
を
回
避
す
る
た
め
に
は
、

そ
の
利
用
は
結
局
公
表
を
伴
う
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
よ
う
で
あ
る
（n

os20（ et s., pp.156 et s.

（。

（
34
（　

こ
れ
は
典
型
的
な
フ
ラ
ン
ス
の
二
元
説
の
立
場
に
立
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
二
元
説
は
、
公
表
に
よ
っ
て
著
作
財
産

権
が
発
生
す
る
と
考
え
て
い
る
（
例
え
ばH

enri D
ESBO

IS , Le droit dʼauteur, 1édit., D
alloz, 1（50, nº222, p.264

（。
文
言
の
変
化

が
あ
る
も
の
の
第
二
版
（2édit., 1（66, nº210, p.238

（、
第
三
版
（3édit., 1（（8, nº210, p.264

（
で
も
同
様
で
あ
る
。
パ
ラ
ン
ス
の

テ
ー
ズ
で
も
そ
れ
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
（B. P

A
RA

N
CE , op.cit. (nº4), nº212, p.165, note 31

（。
た
だ
し
、
条
文
（
知
的
財
産
法
典

Ｌ
一
一
一
条
の
一
及
び
一
一
一
条
の
二
（
構
造
等
を
理
由
に
、
著
作
財
産
権
も
創
作
と
同
時
発
生
す
る
と
す
る
反
対
説
も
存
在
す
る
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（M
. V

IV
A

N
T  et J.-M

. B
RU

GU
IÈRE , op.cit. (nº2), nº451, p.381

（。

（
35
（　B. P

A
RA

N
CE , op.cit. (nº4), nº268, p.202.

（
36
（　A

. P
ÉLISSIER,  op.cit. (nº2), nº334, p.165.

（
3（
（　

ゴ
ー
ス
ト
ラ
イ
タ
ー
契
約
の
有
効
性
及
び
性
質
に
つ
い
て
は
、
特
にB. P

A
RA

N
CE , op.cit. (nº4), nº26（, p.203

を
参
照
。

（
38
（　A

. P
ÉLISSIER , op.cit. (nº2), nº333, p.165.

（
3（
（　

パ
ラ
ン
ス
は
ゴ
ー
ス
ト
ラ
イ
タ
ー
契
約
を
著
作
物
に
関
す
る
氏
名
表
示
権
（droit de paternité

（
の
実
行
に
対
す
る
一
時
的
放
棄
、

取
消
可
能
な
放
棄
と
捉
え
る
見
解
を
前
提
と
し
て
い
る
（B. P

A
RA

N
CE , op.cit. (nº4), nº26（, p.203

（。

（
40
（　B. P

A
RA

N
CE , op.cit. (nº4), nº2（0, p.204.

（
41
（　

そ
の
意
味
で
知
的
財
産
法
典
Ｌ
六
一
三
条
の
七
は
「
占
有
」
が
認
め
ら
れ
る
者
に
人
的
先
占
有
権
を
認
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
占
有

概
念
が
意
義
を
有
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
そ
の
検
討
は
後
述
す
る
。

（
42
（　

そ
の
よ
う
な
登
録
こ
そ
が
特
許
等
の
「
法
的
占
有
」
の
方
法
で
あ
る
と
評
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
（Frédéric D

A
N

O
S , Propriété, 

possession et opposabilité, Econom
ica, 200（, nº428, p.4（5, note 2

（。

（
43
（　

公
示
制
度
を
有
す
る
も
の
に
つ
い
て
の
詳
細
はB. P

A
RA

N
CE , op.cit. (nº4), n

os368 et s., pp.261 et s.

（
44
（　

公
示
制
度
が
な
い
こ
と
に
よ
る
占
有
の
取
得
機
能
へ
の
問
題
に
つ
い
て
はB. P

A
RA

N
CE , op.cit. (nº4), nº3（3, pp.26（ et s.　

（
45
（　B. P

A
RA

N
CE , op.cit. (nº4), nº35（, p.25（.

（
46
（　A

. P
ÉLISSIER , op.cit. (nº2), nº400, p.208. 

そ
こ
で
は
譲
渡
契
約
の
書
面
が
存
在
し
て
い
な
い
場
合
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
著
作
権
の
譲
渡
に
は
書
面
性
が
要
求
さ
れ
て
い
る
（
知
的
財
産
法
典
Ｌ
一
三
一
条
の
三
（。

（
4（
（　Cass. civ., 24 m

ars 1（（3, Bull. civ. I, nº126, p.84, JCP G 1（（3, II 10143, obs. F. G
REFFE , RID

A
 octobre 1（（3, p.200, 

RT
D

 com
. 1（（5. 418, obs. A

. F
RA

N
ÇO

N .

（
48
（　Cass. civ., 4 m

ai 1（（4, nº（2-16.686, Bull. civ. I, nº160, p.11（, RID
A

 janvier 1（（5, p.201, Cass. civ., 31 janvier 1（（5, 
nº（2-21.066, Bull. civ. I, nº63, p.45, D

.1（（5. Som
m

. 28（, obs. C. C
O

LO
M

BET , Cass. civ., 28 m
ars 1（85, nº（3-10.464, RID

A
 

juillet 1（（5, p.32（, Cass. civ., （ janvier 1（（6, nº（3-21.51（, Bull. civ. I, nº28, p.18, RID
A

 juillet 1（（6, p.341, RT
D

 com
. 

1（（（. （6, obs. crit. A
. F

RA
N

ÇO
N , D

.1（（6. Som
m

. 285, obs. J.-J. B
U

RST , Cass. civ., 3 juillet 1（（6, nº（4-15.566, Bull. civ. I, 
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nº2（3, p.205, RID

A
 janvier 1（（（, p.315, D

.1（（（. 328, note crit. A
. F

RA
N

ÇO
N  et D

.1（（8. 141, chron. B. Edelm
an, RT

D
 

com
. 1（（（. 26（. obs. crit. A

. F
RA

N
ÇO

N , Cass. com
., （ avril 1（（8, nº（6-15.048, Bull. civ. IV

, nº132, p.105, Cass. civ., 13 
octobre 1（（8, nº（6-14.201, Bull. civ. I, nº2（3, p.203, RID

A
 janvier 1（（（, p.311, obs. A

. K
RÉV

ÉR , RT
D

 com
. 1（（（, p.3（3, 

nº2, obs. A
. F

RA
N

ÇO
N , Cass. civ., 11 m

ai 1（（（, nº（（-10.（63, Bull. civ. I, nº15（, p.104, RT
D

 com
. 2000, p.363, obs. H

. 
D

ESBO
IS , CCE 1（（（, octobre, com

m
. nº1, p.12, obs. C. C

A
RO

N , Cass. civ., 22 février 2000, nº（（-21.0（8, Bull. civ. I, nº58, 
p.40, D

. 2001. Som
m

. 2635, obs. P. S
IRIN

ELLI , Cass. civ., 3 avril 2001, PIBD
 2001, nº（28, III. 508, Cass. crim

., 24 février 
2004, nº03-83.541, Bull. crim

. nº4（, p.1（4, D
.2004. 1086, RID

A
 juillet, 2004, p.1（（, obs. A

. K
RÉV

ÉR , Cass. civ., 16 m
ars 

2004, nº（（-12.015, Bull. civ. I, nº8（, p.（2, Propr. Intell. A
vril, 2004, p.636, obs. P. S

IRIN
ELLI , Cass. civ., 1（ octobre 2004, 

nº02-16.05（, RID
A

 janvier 2005, p.2（1, Propr. Intell. Janvier, 2005, p.68, obs. A
. L

U
CA

S , CCE 2005, com
m

. nº2（, p.43, 
obs. C. C

A
RO

N , RT
D

 com
. 2005, p.31（, obs. F. P

O
LLA

U
D -D

U
LIA

N , Cass. civ., 16 juin 2006, nº04-20.（（6, Bull. civ. IV
, 

nº14（, p.156, Cass. civ., 30 octobre 200（, nº06-20. 455, Propr. Intell. A
vril 2008, p.232, obs. A

. L
U

CA
S , RT

D
 com

. 2008, 
p.（5 obs. F. P

O
LLA

U
D -D

U
LIA

N , Cass. civ., 23 septem
bre 2008, nº0（-1（.210, PIBD

 2008, nº883, III. 611, CCE 2008, com
m

. 
nº135, p.34, obs. C. C

A
RO

N , Cass. civ., 26 octobre 2010, nº0（-6（.10（, PIBD
 2010, nº（30, III. 836, Cass. civ., 15 novem

bre 
2010, nº0（-66.160, Bull. civ. I, nº231, p.216, D

.2010. 2835, PIBD
 2011, nº（31, III. 44, Cass. civ., 6 janvier 2011, nº0（-

14.505, Bull. civ. I, nº2, p.2, D
.2011. 23（, obs. J. D

A
LEA

U .

（
4（
（　F. P

O
LLA

U
D -D

U
LIA

N , op.cit. (nº2), RT
D

 com
. 1（（（, p.58（.

（
50
（　

こ
の
点
に
関
し
て
多
く
の
判
例
が
あ
り
、
占
有
と
い
う
概
念
を
用
い
て
い
な
い
判
決
も
存
在
し
て
い
る
が
（Cass. civ., 3 juillet 

1（（6, RID
A

 janvier 1（（（, p.315

（、
判
例
の
傾
向
と
し
て
は
占
有
的
概
念
を
用
い
て
い
る
と
言
え
る
よ
う
で
あ
る
（A

.  P
ÉLISSIER , 

op.cit. (nº1), nº403, p.20（

（。

（
51
（　A

. P
ÉLISSIER , op.cit. (nº2), nº404, p.210. 

古
く
はJ. R

A
Y

N
A

RD , op.cit. (nº31), nº（.

ま
た
、
シ
ム
レ
ー
ル
も
証
明
機
能
に
関
し

て
は
民
法
典
二
二
七
六
条
へ
の
ビ
ザ
（visa

（
だ
と
す
る
（C. S

IM
LER , op.cit. (nº4), nº5（1, p.423

（。
最
近
で
は
ペ
リ
シ
エ
の
見
解
の

登
場
を
受
け
、
無
体
物
に
民
法
典
二
二
七
六
条
の
証
明
機
能
の
適
用
が
あ
る
と
い
う
見
解
が
民
法
の
立
場
か
ら
も
支
持
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

例
え
ば
、Philippe M

A
LA

U
RIE  et Laurent A

Y
N

ÈS , Les biens, 3édit., D
efrénois, 200（, nº20（, pp.58 et s., nº5（4, pp.1（1 et 
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s., 2010 4édit., nº20（, pp.62 et s., nº5（4, pp.1（6 et s. 

（
同
書
第
一
版
の2003, nº20（, pp.58 et s.

とnº5（4, pp.161 et s.

と
の

ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
を
参
照
（。
そ
の
他
、Frédéric Z

EN
A

T
I -C

A
ST

A
IN

G  et T
. R

EV
ET , Les biens, 3édit., PU

F, 2008, nº200, 
p.323, François T

ERRÉ  et Philippe S
IM

LER , Les biens, 8édit., D
alloz, 2010, nº431, p.344.
　

な
お
、
取
得
機
能
に
つ
い
て
は
そ
の
適
用
は
一
義
的
に
は
決
ま
ら
ず
、
占
有
的
体
素
（le corpus possessoire

（
が
真
の
公
示
に
相

当
す
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
さ
れ
る
（P. M

A
LA

U
RIE  et L. A

Y
N

ÈS , 3édit., nº5（4, p.1（2, et 4édit., nº5（4, pp.1（6 et s.

（。

（
52
（　

た
だ
し
、
最
近
の
い
く
つ
か
の
判
例
（Cass. civ., 15 février 2005, nº03-12.15（, Bull. civ. I, nº84, p.（4, JCP E 2005, 553, 

p.605, CCE 2005, com
m

. nº62, p.26 obs. C. C
A

RO
N , Cass. civ., 30 octobre 200（, Propr. Intell. A

vril 2008, nº2（, p.232, 
obs. A

. L
U

CA
S , RID

A
 avril 2008, p.38（, obs. P. S

IRIN
ELLI .

（
に
お
い
て
は
、
法
人
と
自
然
人
と
の
共
同
訴
訟
と
い
う
事
案
に
お
い

て
で
は
あ
る
が
、
自
然
人
に
も
そ
の
利
益
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（C. S

IM
LER , op.cit. (nº4), nº5（5, p.414, F. P

O
LLA

U
D -D

U
LIA

N , 
op.cit. (nº2), RT

D
 civ. 2011, p.48

（。

（
53
（　A

. P
ÉLISSIER , op.cit. (nº2), nº406, p.211.

（
54
（　B. P

A
RA

N
CE , op.cit. (nº4), nº234, p.181.

（
55
（　B. P

A
RA

N
CE , op.cit. (nº4), nº234, p.181. 

古
く
は
，F. P

O
LLA

U
D -D

U
LIA

N , op.cit. (nº2), RT
D

 com
. 1（（（, p.58（

か
ら
指
摘

さ
れ
る
理
由
で
あ
る
。

（
56
（　

利
用
が
複
数
人
に
実
行
可
能
な
こ
と
を
前
提
に
す
る
と
、
そ
も
そ
も
占
有
と
い
う
概
念
を
用
い
る
必
要
が
あ
る
の
か
と
い
う
疑
問
も

提
示
さ
れ
て
い
た
（F. P

O
LLA

U
D -D

U
LIA

N , op.cit. (nº2), RT
D

 com
. 1（（（, p.588

（。

（
5（
（　Patrick T

A
FFO

REA
U , 

“Possession et propriété intellectuelle

”, Propriété intellectuelle et droit com
m

un, Presse 
universitaire dʼA

ix-en-M
arseille, 200（, p.118.

（
58
（　C. S

IM
LER , op.cit. (nº4), nº5（（, p.415.

（
5（
（　C. S

IM
LER , op.cit. (nº4), n

os585 et s., pp.41（ et s.

（
60
（　F. P

O
LLA

U
D -D

U
LIA

N , op.cit. (nº2), Propr. Intell. A
vril 2002, p.134, C. S

IM
LER , op.cit. (nº4), nº204, p.154. 

（
61
（　A

. P
ÉLISSIER , op.cit. (nº2), nº431, p.228.

（
62
（　A

. P
ÉLISSIER , op.cit. (nº2), nº431, pp.228 et s.
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（
63
（　A

. P
ÉLISSIER , op.cit. (nº2), nº431, p.22（.

（
64
（　A

. P
ÉLISSIER , op.cit. (nº2), nº433, p.230.

（
65
（　A

. P
ÉLISSIER , op.cit. (nº2), nº434, pp.230 et s.

（
66
（　B. P

A
RA

N
CE , op.cit. (nº4), nº2（3, p.21（

に
よ
る
評
価
で
あ
る
。

（
6（
（　B. P

A
RA

N
CE , op.cit. (nº4), nº2（4, p.21（.

（
68
（　ibid.

（
6（
（　B. P

A
RA

N
CE , op.cit. (nº4), nº2（6, pp.218 et s.

（
（0
（　B. P

A
RA

N
CE , op.cit. (nº4), nº2（（, p.21（.

（
（1
（　B. P

A
RA

N
CE , op.cit. (nº4), nº2（8, p.220.

（
（2
（　B. P

A
RA

N
CE , op.cit. (nº4), nº2（8, p.220. 

な
お
、
ド
メ
イ
ン
ネ
ー
ム
に
つ
い
て
はB. P

A
RA

N
CE , op.cit. (nº4), nº2（（, p.220

以

下
を
参
照
。

（
（3
（　A

. P
ÉLISSIER , op.cit. (nº2), nº435, p.231.

（
（4
（　ibid.

（
（5
（　

な
お
、
先
発
明
主
義
を
採
用
す
れ
ば
、
占
有
概
念
は
発
明
者
の
決
定
に
お
け
る
最
小
限
の
役
割
し
か
有
さ
な
い
と
さ
れ
る
（B. 

P
A

RA
N

CE , op.cit. (nº4), nº2（6, p.208

（。

（
（6
（　A

. P
ÉLISSIER , op.cit. (nº2), nº436, p.232.

先
占
と
い
う
観
点
は
古
く
はH

enri A
LLA

RT , D
e lʼoccupation en droit rom

ain, 
des brevets dʼinvention en droit français, T

hèse Paris, M
oquet, 18（（, p.V

I

か
ら
見
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ム
ス
ロ

ン
は
発
明
の
占
有
が
特
許
出
願
よ
り
も
先
に
な
さ
れ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
先
占
は
特
許
権
の
付
与
（attribution

（
を
説
明
で
き
な

い
と
す
る
（J.M

. M
O

U
SSERO

N , Le droit du breveté dʼinvention, L.G.D
.J., 1（61, nº156, p.183, B. P

A
RA

N
CE , op.cit. (nº4), 

nº2（8, p.20（)

。

（
（（
（　B. P

A
RA

N
CE , op.cit. (nº4), nº2（（, p.20（.

（
（8
（　B. P

A
RA

N
CE , op.cit. (nº4), nº281, p.210.

（
（（
（　B. P

A
RA

N
CE , op.cit. (nº4), nº282, p.210.
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（
80
（　B. P

A
RA

N
CE , op.cit. (nº4), nº283, pp.210 et s.

（
81
（　

こ
れ
を
い
わ
ゆ
る
発
明
者
権
と
捉
え
る
か
は
用
語
の
問
題
も
含
め
慎
重
な
検
討
を
要
す
る
。
な
お
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
特
許
取
戻
請

求
権
と
発
明
者
権
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
玉
井
克
哉
「
特
許
法
に
お
け
る
発
明
者
主
義
（
二
（」
法
学
協
会
雑
誌
一
一
一
巻
一
二
号
（
一

九
九
四
年
（
一
八
四
五
頁
以
下
、
先
使
用
権
と
発
明
者
権
の
関
係
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
先
使
用
権
の
発
生
主
体
︱
発
明
者
権
と
の
関
係

︱
」
法
学
政
治
学
論
究
七
七
号
（
二
〇
〇
八
年
（
一
六
一
頁
以
下
を
参
照
。

（
82
（　B. P

A
RA

N
CE , op.cit. (nº4), nº284, p.211.

（
83
（　A

. P
ÉLISSIER , op.cit. (nº2), nº438, p.232.

（
84
（　B. P

A
RA

N
CE , op.cit. (nº4), nº2（1, p.204.

（
85
（　A

. P
ÉLISSIER , op.cit. (nº2), nº440, p.233.

（
86
（　P.-Y

. G
A

U
T

IER , note sous T
GI Paris, 26 janvier 1（8（, RID

A
, octobre 1（8（, p.358.

（
8（
（　P.-Y

. G
A

U
T

IER , op.cit. (nº2), nº400, p.405.

（
88
（　B. P

A
RA

N
CE , op.cit. (nº4), nº2（2, p.205.

（
8（
（　A

. P
ÉLISSIER , op.cit. (nº2), nº441, p.235.

（
（0
（　

シ
ム
レ
ー
ル
は
ペ
リ
シ
エ
及
び
パ
ラ
ン
ス
の
見
解
に
一
切
言
及
す
る
こ
と
な
く
著
作
物
が
原
作
品
で
あ
る
必
要
が
あ
る
の
か
複
製
物

で
あ
っ
て
も
よ
い
の
か
と
い
う
点
を
主
に
検
討
す
る
が
、
死
後
の
著
作
物
に
関
し
て
は
最
初
の
公
表
が
所
有
権
の
権
限
に
値
す
る
と
い
う

占
有
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
適
用
を
見
る
点
に
は
賛
同
し
て
い
る
（C. S

IM
LER , op.cit. (nº4), n

os213-225, pp.158-16（

（。
シ
ム
レ
ー
ル
は

知
的
財
産
法
典
Ｌ
一
二
三
条
の
四
を
民
法
典
二
二
七
六
条
と
同
じ
原
理
の
適
用
と
見
る
（C. S

IM
LER , op.cit. (nº4), nº225, p.16（

（。

（
（1
（　B. P

A
RA

N
CE , op.cit. (nº4), nº2（2, p.205.

（
（2
（　B. P

A
RA

N
CE , op.cit. (nº4), nº2（2, p.206.

（
（3
（　B. P

A
RA

N
CE , op.cit. (nº4), nº2（3, p.20（.

（
（4
（　B. P

A
RA

N
CE , op.cit. (nº4), nº2（4, p.20（.

要
す
る
に
公
表
は
権
利
者
の
資
質
（qualité

（
の
決
定
に
お
け
る
推
定
と
し
て
の
み
現

れ
る
（p.20（

（。

（
（5
（
ラ
イ
ナ
ー
ル
は
民
法
典
二
二
七
六
条
と
知
的
財
産
法
典
Ｌ
一
一
三
条
の
一
と
の
比
較
に
お
い
て
、
占
有
と
公
表
を
明
確
に
分
け
て
い
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る
（J. R

A
Y

N
A

RD , op.cit. (nº31), nº8

（。

（
（6
（　C

. A
U

B
R

Y  etc. R
A

U , C
ours droit civil français, 4édit., t.2, M

archal &
 B

illard, 186（, p.113, G
. B

A
U

D
R

Y -
L

A
CA

N
T

IN
ERIE , Précis de doit civil, （édit., t.3, Librairie de la société du recueil Gal des lois et des arrêts, 1（00, 

nº1（30, p.1048, G. B
A

U
D

RY -L
A

CA
N

T
IN

ERIE  et A
lbert T

ISSIER , T
raité théorique et pratique de droit civil, D

e la 
prescription, 2édit., Librairie de la société du recueil Gal des lois et des arrêts, 18（（, nº840, pp.561 et s., G. A

PPERT , 
note sous Paris, 4 juillet 18（0, S.18（4-2, p.1（.

最
近
で
はJean C

A
RBO

N
N

IER , D
roit civil, vol.2, PU

F, 2004, nº88（, pp.186（ 
et s., Christian L

A
RRO

U
M

ET , Les biens, D
roit réels principaux, 5édit., Econom

ica, 2006, nº（23, pp.5（5 et s., Gérard 
C

O
RN

U , D
roit civil. Les biens, 13édit., M

ontchrestien, 200（, p.311. 

（
（（
（　E. P

O
U

ILLET , T
raité théorique et pratique de la propriété littéraire et artistique et du droit de représentation, 

3édit., M
archal &

 Billard, 1（08, nº283, p.31（, Gustave H
U

A
RD , Introduction propriété littéraire et artistique, M

archal 
&

 Billard, 1（03, n
os111 et s., pp.160 et s., H

. D
ESD

BO
IS , chr. à la RT

D
 com

. 1（（5, p.315, A
. F

RA
N

ÇO
N , obs. à la RT

D
 

com
. 1（84, p.288, P. S

IRIN
ELLI , Le droit m

oral de lʼauteur et le droit com
m

un des contrats, T
hèse de D

octrat : Paris 
II, 1（85, pp.36 et s., F. P

O
LLA

U
D -D

U
LIA

N , Le droit de destination : le sort des exem
plaires en droit dʼauteur, L.G.D

.J., 
1（8（, nº251, p.232, op.cit. (nº2), RT

D
 civ. 1（（（, pp.585 et s. 

最
近
で
はA

ndré L
U

CA
S  et H

enri-Jacques L
U

CA
S , T

raité de 
la propriété littéraire et artistique, 3édit., Litec, 2006, nº222, p.1（0 et A

. L
U

CA
S , H

.-J. L
U

CA
S , et A

gnès L
U

CA
S -

S
CH

LO
ET

T
ER , T

raité de la propriété littéraire et artistique, 4édit., Lexis N
exis, 2012, nº23（, pp.23（ et s., F. P

O
LLA

U
D -

D
U

LIA
N , Le droit dʼauteur, Econom

ica, 2004, nº531 p.360 et s., P.-Y
. G

A
U

T
IER , op.cit. (nº2), nº264, p.2（6.

（
（8
（　Cass. civ., 11 m

ars 183（, S.183（, p.16（, Cass. civ., 4 janvier 18（6, D
.18（（, 1, p.33, Cass. civ., 1

er juillet 18（6, D
.18（8, 

1, p.3（（, Cass. req., 4 novem
bre 1（02, D

.1（03, 1. p.44, Cass. civ., 26 janvier 1（14, D
.1（14, 1, p.112, Cass. civ., 26 février 

1（1（, D
.1（23. 1. p.215, S.1（20, 1, p.203, Cas. soc., 3 juillet 1（53, nº（, 842, Bull. civ., IV

, nº536, p.386, Cass. civ., 2 m
ars 

1（60, nº5（-12.（40, Bull. civ., I, nº141, p.112, T
GI Paris, 1（ décem

bre 1（84, RID
A

 avril 1（85, p.185, D
.1（85, inf.rap. 

p.313, obs. C. C
O

LO
M

BET , Paris, 1（ février 1（88, RID
A

 octobre 1（8（, p.325, D
.1（8（, Som

m
. 50, obs. C. C

O
LO

M
BET , Cass. 

civ., 6 m
ai 1（（（, Bull. civ., I, nº144, p.（6, Paris, 10 septem

bre 2001, CCE. 2002, com
m

. nº（5, p.1（.

最
近
の
判
例
で
も
再
確
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認
さ
れ
て
い
る
（Cass. com

., （ m
ars 2006, nº04-13.56（, Bull. Cass. civ., I, nº62, p.62, D

.2006, p.28（（, obs. C. K
U

H
N , 2363, 

obs. Blandine M
A

LLET -B
ICO

U
T  et N

adège R
EBO

U
L -M

A
U

PIN , RT
D

 civ. 2006, p.348, obs. T
hierry R

EV
ET , JCP G 2006, II 

10143, note L
O

ISEA
U

（。

（
（（
（　B. P

A
RA

N
CE , op.cit. (nº4), nº364, p.263, note 114 et 115.

（
100
（　A

. P
ÉLISSIER , op.cit. (nº2), nº464, p.246, B. P

A
RA

N
CE , op.cit. (nº4), n

os364-3（3, pp.261-268.

（
101
（　

著
作
権
自
体
の
概
念
が
明
確
で
な
か
っ
た
頃
に
は
、
芸
術
作
品
の
現
実
贈
与
（don m

anuel

（
に
よ
っ
て
複
製
権
も
同
時
に
譲
渡

さ
れ
た
と
考
え
る
判
決
（Cass., ch. réunies, 2（ m

ai 1842, S.1842, 1, 385.

（
や
、
原
稿
の
現
実
贈
与
に
よ
っ
て
出
版
権
も
譲
渡
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
判
決
（Paris, 13 novem

bre 1841, S.1844, 2, 3.

（
が
存
在
し
て
い
た
。
現
在
で
は
、
知
的
財
産
法
典
Ｌ
一
一
三
条

の
一
に
よ
っ
て
、
著
作
物
そ
れ
自
体
に
対
す
る
所
有
権
と
い
わ
ゆ
る
著
作
権
は
独
立
し
て
い
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
占

有
概
念
は
問
題
と
な
ら
な
い
（A

. P
ÉLISSIER , op.cit. (nº2), nº420, p.21（. B. P

A
RA

N
CE , op.cit. (nº4), n

os223, 35（ et 358, pp.1（4, 
258 et 25（

（。

（
102
（　A

. P
ÉLISSIER , op.cit. (nº2), nº465, p.24（. 

（
103
（　B. P

A
RA

N
CE , op.cit. (nº4), nº3（（, p.26（.

（
104
（　B. P

A
RA

N
CE , op.cit. (nº4), n

os230 et 3（8, pp.1（8 et 2（0.

（
105
（　C. C

A
RO

N , op.cit. (nº), nº4, p.1625.

（
106
（　C. S

IM
LER , op.cit. (nº4), n

os5（5-603, pp.425-430.

（
10（
（　

公
表
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
善
意
要
件
を
満
た
す
こ
と
は
な
い
（A

. P
ÉLISSIER , op.cit. (nº2), nº464, p.246

（。

（
108
（　E. P

O
U

ILLET , op.cit. (nº（（), n
os285 et s. pp.324 et s., Jean B

O
U

LA
N

GER , Les conflits entre des droits qui ne sont 
pas soum

is à publicité, RT
D

 civ. 1（35, p.588. 

（
10（
（　
「
二
人
の
者
に
与
え
、
又
は
引
き
渡
す
債
務
を
あ
い
つ
い
で
負
っ
た
物
が
単
純
に
動
産
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
名
義
が
日
付
に
お

い
て
の
ち
で
あ
っ
て
も
、
占
有
が
善
意
で
あ
る
限
り
、
二
人
の
者
の
う
ち
現
実
の
占
有
を
付
与
さ
れ
た
者
が
優
先
し
、
所
有
者
と
し
て
と

ど
ま
る
」（
訳
文
は
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
編
『
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
︱
物
権
・
債
権
関
係
︱
』（
法
曹
会
・
一
九
八
二
年
（
六
九

頁
に
よ
る
（。
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（
110
（　A

. P
ÉLISSIER , op.cit. (nº2), nº465, p.24（. 

ま
た
、
シ
ム
レ
ー
ル
も
日
付
で
判
断
す
る
の
で
は
な
く
最
初
の
占
有
者
が
優
先
さ
れ

る
と
説
く
（C. S

IM
LER , op.cit. (nº4), nº62（, p.446

（。

（
111
（　B. P

A
RA

N
CE , op.cit. (nº4), nº230, p.1（8, n

os3（（ et s., pp.26（ et s.
（
112
（　

我
が
国
に
お
け
る
除
斥
期
間
の
議
論
で
あ
る
（
商
標
法
四
七
条
（。

（
113
（　A

. P
ÉLISSIER , op.cit. (nº2), nº4（0, p.251. 

た
だ
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
後
願
者
に
対
し
て
の
効
果
で
あ
り
、
第
三
者
に
対
し

て
そ
の
よ
う
な
効
果
が
発
生
す
る
わ
け
で
は
な
い
（nº4（2, p.252

（。

（
114
（　A

. P
ÉLISSIER , op.cit. (nº2), nº4（1, p.251.

（
115
（　A

. P
ÉLISSIER , op.cit. (nº2), nº4（3, p.252.

（
116
（　

こ
の
議
論
の
前
提
と
し
て
の
民
法
典
に
お
け
る
動
産
の
即
時
取
得
と
不
動
産
の
取
得
時
効
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
シ
ム
レ
ー
ル
の
記

述
を
参
照
（C. S

IM
LER , op.cit. (nº4), n

os604-60（, pp.431 et s.

（。

（
11（
（　F. P

O
LLA

U
D -D

U
LIA

N , op.cit. (nº2), RT
D

 com
. 1（（（, p.588, B. P

A
RA

N
CE , op.cit. (nº4), nº236, p.182. 

ポ
ロ
＝
デ
ュ
リ
ア
ン

の
見
解
を
支
持
す
る
も
の
と
し
てA

. L
U

CA
S , H

.-J. L
U

CA
S , et A

. L
U

CA
S -S

CH
LO

ET
T

ER , op.cit. (nº（（), nº510, p.441.

（
118
（　C. S

IM
LER , op.cit. (nº4), nº60（, p.435.

（
11（
（　C. S

IM
LER , op.cit. (nº4), nº608, p.434. 

シ
ム
レ
ー
ル
は
権
利
者
が
占
有
を
認
識
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
場
合
（
例
え
ば
、
著
作

物
の
利
用
が
遠
方
の
国
で
行
わ
れ
る
場
合
（
に
は
、
裁
判
所
は
時
効
の
中
断
を
考
慮
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
す
る
（C. S

IM
LER , 

op.cit. (nº4), nº608, p.434

（。
こ
の
よ
う
な
議
論
は
我
が
国
で
も
参
考
に
な
ろ
う
（
三
村
量
一
「
判
解
」
最
高
裁
判
例
解
説
平
成
九
年

度
民
事
篇
（
法
曹
会
・
二
〇
〇
〇
年
（
九
八
四
頁
以
下
の
注
45
部
分
（。

（
120
（　C. S

IM
LER , op.cit. (nº4), nº613, p.43（. 

知
的
財
産
法
典
Ｌ
一
二
一
の
一
条
。

（
121
（　C. S

IM
LER , op.cit. (nº4), nº614, p.43（.

（
122
（　
「
単
な
る
占
有
者
は
、
そ
の
者
が
善
意
で
占
有
す
る
場
合
で
な
け
れ
ば
、
果
実
を
自
己
の
も
の
と
し
な
い
。
反
対
の
場
合
に
は
、
そ

の
者
は
、
そ
の
物
の
返
還
を
要
求
す
る
所
有
者
に
そ
の
物
と
と
も
に
産
出
物
を
返
還
す
る
義
務
を
負
う
。
当
該
産
出
物
が
現
物
で
存
在
し

な
い
場
合
に
は
、
そ
の
価
額
は
、
償
還
の
日
付
で
評
価
さ
れ
る
」（
訳
文
は
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
編
・
前
掲
注（
10（
（一
〇
頁

以
下
（。
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（
123
（　C. S

IM
LER , op.cit. (nº4), n

os4（3 et s., pp.342 et s. 

シ
ム
レ
ー
ル
は
、
た
と
え
民
法
典
五
四
九
条
が
適
用
さ
れ
な
く
と
も
、
実
施

料
と
い
う
果
実
を
有
体
物
と
捉
え
民
法
典
二
二
七
六
条
が
適
用
さ
れ
る
と
し
て
い
る
（C. S

IM
LER , op.cit. (nº4), nº630, pp.44（ et s.

（。

（
124
（　

特
許
に
お
け
る
権
利
返
還
訴
訟
（
知
的
財
産
法
典
Ｌ
六
一
一
の
八
条
（
の
場
合
に
は
、
既
に
こ
の
民
法
典
五
四
九
条
と
同
じ
適
用
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
（F. P

O
LLA

U
D -D

U
LIA

N , op.cit. (nº2), traité, nº351, p.221, C. S
IM

LER , op.cit. (nº4), nº631, p.448. 
Cass. com

., 28 avril 2004, nº02-21.585, Bull. Civ., I, nº80, p.83, Cass. com
., 4 décem

bre 200（, PIBD
 2008 nº868 III 104, 

D
.2008, p.18（（, note M

. B
O

IZA
RD

（。

（
125
（　C. S

IM
LER , op.cit. (nº4), nº634, pp.44（ et s.

（
126
（　C. S

IM
LER , op.cit. (nº4), nº635, p.450.

（
12（
（　C. S

IM
LER , op.cit. (nº4), nº640, pp.453 et s.

（
128
（　

フ
ラ
ン
ス
担
保
法
改
正
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
（
担
保
に
関
す
る
二
〇
〇
六
年
三
月
二
三
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
二
〇
〇
六
︲
三
四
六
号
（
に

よ
り
民
法
典
に
つ
い
て
改
正
が
さ
れ
て
い
る
。

（
12（
（　A

rticle 33 de la Code de lʼindustrie ciném
atographique. 

詳
細
はB. P

A
RA

N
CE , op.cit. (nº4), n

os440 et s., pp.306 et s.

（
130
（　

知
的
財
産
法
Ｒ
五
一
二
条
の
一
三
、
Ｒ
五
一
二
条
の
一
五
。

（
131
（　

知
的
財
産
法
典
Ｌ
六
一
三
条
の
八
、
Ｌ
六
一
三
条
の
二
一
、
知
的
財
産
法
典
Ｒ
六
一
三
条
の
五
五
、
六
一
三
条
の
五
六
。
詳
細
は

B. P
A

RA
N

CE , op.cit. (nº4), n
os445 et s., pp.30（ et s.

（
132
（　

知
的
財
産
法
典
Ｌ
七
一
四
条
の
一
第
二
項
、
第
四
項
。

（
133
（　

知
的
財
産
法
典
Ｌ
一
三
二
条
の
三
四
。
詳
細
はB. P

A
RA

N
CE , op.cit. (nº4), nº442 et s., pp.30（ et s.

（
134
（　J. R

A
Y

N
A

RD , op.cit. (nº31), nº13.

（
135
（　P.-Y

. G
A

U
T

IER , Propriété littéraire et artistique, 4édit., PU
F, 2001, nº361, p.613, A

. P
ÉLISSIER , op.cit. (nº2), n

os518 
et 520, pp.2（2 et 2（5. 

な
お
、
二
〇
〇
六
年
フ
ラ
ン
ス
担
保
法
改
正
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
後
も
ゴ
テ
ィ
エ
は
、
占
有
喪
失
は
要
求
さ
れ
な
く

な
っ
た
も
の
の
、
占
有
喪
失
は
公
示
に
替
わ
る
も
の
で
あ
る
と
評
価
す
る
（（édit., nº655, p.（01

（。

（
136
（　A

. P
ÉLISSIER , op.cit. (nº2), nº518, p.2（4. 

（
13（
（　B. P

A
RA

N
CE , op.cit. (nº4), nº432, p.302.
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（
138
（　ibid.

（
13（
（　A

. P
ÉLISSIER , op.cit. (nº2), nº548, p.28（.

（
140
（　A

. P
ÉLISSIER , op.cit. (nº2), n

os54（ et s., p.288 et s.
（
141
（　A

. P
ÉLISSIER , op.cit. (nº2), nº550, p.28（.

（
142
（　A

. P
ÉLISSIER , op.cit. (nº2), nº552, p.28（ et s.

（
143
（　A

. P
ÉLISSIER , op.cit. (nº2), nº55（, p.2（2.

（
144
（　

知
的
財
産
法
典
Ｌ
六
二
一
条
の
七
。

（
145
（　A

. P
ÉLISSIER , op.cit. (nº2), nº558, p.2（3.

（
146
（　

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
不
正
競
争
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
大
橋
麻
也
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
不
正
競
争
の
概
念
」
比
較
法
学
四
〇
巻
二

号
（
二
〇
〇
七
年
（
八
三
頁
以
下
、
同
「
フ
ラ
ン
ス
の
不
正
競
争
防
止
法
制
⑴
⑵
」
早
稲
田
法
学
八
五
巻
一
号
（
二
〇
〇
九
年
（
一
八
五

頁
以
下
、
二
号
（
二
〇
一
〇
年
（
一
五
一
頁
以
下
。

（
14（
（　A

. P
ÉLISSIER , op.cit. (nº2), nº554, p.2（0.

（
148
（　A

. P
ÉLISSIER , op.cit. (nº2), n

os553 et s., pp.2（0 et s.

（
14（
（　A

. P
ÉLISSIER , op.cit. (nº2), n

os555 et s., pp.2（1 et s. 

ま
た
、
バ
ン
ク
タ
ン
も
周
知
性
と
の
関
係
で
標
章
へ
の
占
有
を
見
る
（N

. 
B

IN
CT

IN , op.cit. (nº2), m
anuel, nº（, p.31
（。

（
150
（　A

. P
ÉLISSIER , op.cit. (nº2), nº565, p.2（6. 

ま
たN

. B
IN

CT
IN , op.cit. (nº2), m

anuel, nº（, p.30

も
同
旨
。
反
対
に
、
ポ
ロ
＝

デ
ュ
リ
ア
ン
は
こ
の
占
有
は
認
識
（connaissance
（
と
考
え
れ
ば
足
り
る
と
す
る
（F. P

O
LLA

U
D -D

U
LIA

N , op.cit. (nº2), traité, 
nº38, p.22

（。

（
151
（　

こ
の
検
討
は
、
拙
著
『
先
使
用
権
の
主
体
的
範
囲
︱
フ
ラ
ン
ス
法
と
日
本
法
と
の
比
較
︱
』
特
許
庁
委
託
平
成
二
一
年
度
産
業
財
産

権
研
究
推
進
事
業
（
平
成
二
一
〜
二
三
年
度
（
報
告
書
（
一
般
財
団
法
人
知
的
財
産
研
究
所
・
二
〇
一
一
年
（
で
公
表
し
た
内
容
に
加

筆
・
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
152
（　

な
お
、
法
案
提
出
段
階
の
三
六
条
一
項
・
二
項
は
本
文
記
載
の
一
項
に
集
約
さ
れ
た
。

（
153
（　J.O

., docum
ents de LʼA

ssem
blée nationale, 21 sept. 1（6（, A

nnexe nº320 [A
rticle 36].
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（
154
（　ibid.

（
155
（　J.O

., débats parlem
entaires A

ssenm
blé nationale, 3

e séance du 1
re juil. 1（6（, p.25（0 [A

rticle 36].
（
156
（　Rapport de Pierre M

A
RCILH

A
CY , nº42, Sénat, 1

re session ordinaire de 1（6（-1（68, p.62.

（
15（
（　ibid.

（
158
（　

例
え
ば
、「livre

」
が
「loi

」
に
変
更
さ
れ
た
（J.O

., D
ocum

ents de LʼA
ssem

blée nationale, 30 m
ai 1（68, A

nnexe, 
nº565, J.O

., D
ocum

ents de LʼA
ssem

blée nationale, 4 juin 1（6（, A
nnexe, nº568

（。

（
15（
（　J.O

., D
ébats parlem

entaires, A
ssem

blée nationale, 15 D
éc. 1（6（, p.58（5.

（
160
（　J.O

., D
ébats parlem

entaires, Sénat, 16 déc. 1（6（, p.2351, J.O
., D

ébats parlem
entaires, A

ssem
blée nationale, 20 

déc. 1（6（, p.6003, J.O
., D

ébats parlem
entaires, Sénat, 20 déc. 1（6（, p.240（.

（
161
（　

知
的
財
産
研
究
所
『
先
使
用
制
度
の
円
滑
な
利
用
に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
書
第
二
部
︱
諸
外
国
に
お
け
る
先
使
用
権
制
度
︱
』
平

成
一
八
年
度
特
許
庁
産
業
財
産
権
制
度
問
題
調
査
研
究
報
告
書
（
二
〇
〇
七
年
（
七
〇
頁
。

（
162
（　Eugène P

O
U

ILLET , T
raité théorique et pratique des brevets dʼinvention et de la contrefaçon, 4édit., M

archal et 
Billard, 18（（, nº431, p.41（. 

ま
た
、 H

enri A
LLA

RT , T
raité des brevets dʼinvention, t.3, Rousseau, 188（, nº642, p.142 et 

s., A
lain C

A
SA

LO
N

GA , T
raité théorique et pratique des brevets dʼinvention, t.2, Librairie générale de droit &

 de 
jurisprudence, 1（4（, nº（68, p.101.

反
対
説
と
し
て
、Gustave H

U
A

RD , T
raité de la propriété intellectuelle, t.2, M

archal 
et Billard, 1（06, p.1（.

（
163
（　

そ
の
よ
う
な
見
解
を
採
用
す
る
も
の
と
し
て
、F. S

A
V

IGN
O

N , A
spects économ

iques de la réform
e du systèm

e des 
brevets, PIBD

 1（6（, II, p.522 et s., Paul M
A

T
H

ÉLY , Le droit français des brevets dʼinvention, JN
A

, 1（（4, p.34（, P. 
M

A
T

H
ÉLY , Le nouveau droit français des brevets dʼinvention, JN

A
, 1（（1, p.2（（, Jean F

O
Y

ER  et M
ichel V

IV
A

N
T , Le 

droit des brevets, 1（（1, PU
F, p.31（, A

lbert C
H

A
V

A
N

N
E  et Jean-Jacques B

U
RST , D

roit de la propriété industrielle, 
5édit., D

alloz, 1（（8, nº444, p.268, Joanna S
CH

M
ID

T -S
ZA

LEW
SK

I  et Jean-Luc P
IERRE , D

roit de la propriété industrielle, 
Litec, 4édit., 2006, p.（5, J. A

ZÉM
A , Lam

y droit com
m

ercial, 200（, nº184（, F. P
O

LLA
U

D -D
U

LIA
N , op.cit. (nº2), traité, 

nº60（, p.330 et s., N
. B

IN
CT

IN , op.cit. (nº2), m
anuel, nº56（, p.3（5, Jacques A

ZÉM
A  et Jean-Christophe G

A
LLO

U
X , D

roit 
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de la propriété industrielle, （édit., D

alloz, 2012, nº50（, p.32（.

ま
た
、A

IPPI

の
グ
ル
ー
プ
の
報
告
も
参
照
（A

IPPI 
A

nnuaire 1（88/V
, p.122

（。

（
164
（　Paul R

O
U

BIER , Le droit de la propriété industrielle, t.2, Sirey, 1（54, p.1（6.
（
165
（　P. R

O
U

BIER , op.cit. (nº164), p.1（6.
（
166
（　C. L

E  S
T

A
N

C , Lʼacte de contrefaçon de brevets dʼinvention, CEIPI, 1（（（, nº223, p.1（（.

（
16（
（　C. L

E  S
T

A
N

C , op.cit. (nº166), nº223, pp.1（8 et s.

（
168
（　C. L

E  S
T

A
N

C , op.cit. (nº166), nº223, p.1（（. 

ル
ビ
エ
の
見
解
も
そ
の
よ
う
に
分
析
さ
れ
る
（P. R

O
U

BIER , op.cit. (nº164), 
p.1（（

（。

（
16（
（　A

. P
ÉLISSIER , op.cit. (nº2), nº584, p.303.

（
1（0
（　P. R

O
U

BIER , op.cit. (nº164), p.1（（, C. L
E  S

T
A

N
C , op.cit. (nº166), nº231, p.204, P. M

A
T

H
ÉLY , op.cit. (nº163), traité, 

1（（4, p.34（.

（
1（1
（　

例
え
ば
、Paris, 5 juillet 18（（, A
nn. propr. ind., 1880, p.285, Paris, 5 m

ars 18（6, A
nn. propr. ind., 18（6, p.（3

。
ま
た
、

Paris, 12 décem
bre 1（28, A

nn. propr. ind., 1（2（, p.1（3.

（
1（2
（　T

GI Seine, 16 janvier 1（62, A
nn. propr. ind., 1（63, p.400, T

GI Seine, 1
er décem

bre 1（66, A
nn. propr. ind., 1（6（, 

p.268.

ま
た
、Pairs, （ novem

bre 1（66, A
nn. propr. ind., 1（6（, p.53, Cass. com

., 18 décem
bre 1（（3, PIBD

 1（（4, nº126, 
III, 1（3, Paris, 26 janvier 1（82, PIBD

 1（82, nº303, III, 11（, T
GI Lim

oges, 16 m
ai 2002, PIBD

 2002, nº（4（, III, 3（（, T
GI 

Paris, 1
er juillet 2003, PIBD

 2003, nº（（6, III, 58（
も
参
照
。
な
お
、
ア
ゼ
マ
と
ガ
ル
ー
はPairs, （ novem

bre 1（66, A
nn. 

propr. ind., 1（6（, p.53

を
実
施
を
要
求
す
る
判
決
と
解
釈
す
る
よ
う
で
あ
る
（J. A

ZÉM
A  et J.-C. G

A
LLO

U
X , op.cit. (nº163), nº50（, 

p.32（

（。

（
1（3
（　Cass., 30 m

ars 184（, S.1850, 1, p.（0.

（
1（4
（　

例
え
ば
、Gérard-Gabriel L

A
M

O
U

REU
X , La possession personnelle antérieure, T

hèse de D
octorat ; U

niversité 
Panthéon-A

ssas (Paris 2), 1（86, p.112.

（
1（5
（　Cass., 22 frim

aire an X
, Bull. civ., nº35, pp.（0 et s, Cass., 20 déc. 1808 Bull. civ., nº162, pp.34（ et s, Cass., 30 avr. 
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1810, Bull. civ., nº20, Cass., 15 m
ars 1825, S.26.1.45. 

最
近
、
こ
の
点
に
注
目
し
て
占
有
要
件
に
実
施
を
要
求
す
べ
き
と
述
べ
る
論

文
も
あ
る
（Geoffroy G

A
U

LT
IER , N

aissance et fondem
ent de lʼexception de possession personnelle en m

atière de bre-
vets, D

roits de propriété intellectuelle (Liber am
icorum

 Gerges B
O

N
ET ), Litec, 2010, pp.22（ et s.

（。

（
1（6
（　

そ
の
他
、D

ouai, 1（ juillet 185（, A
nn. propr. ind., 1860, p.215, N

ancy, 16 décem
bre 1856, A

nn. propr. ind., 185（, 
p.2（2, Paris, 16 juillet 1（34, A

nn. propr. ind., 1（34, p.3（1.

（
1（（
（　T

rib. de N
ancy, 2（ juin 18（8 et N

ancy, 22 juillet 18（（, A
nn. propr. ind., 1（01, p.1（6. 

な
お
、Cass. req., 28 avril 

1（38, A
nn. propr. ind., 1（3（, p.146

に
つ
い
て
は
、
そ
の
評
価
が
分
か
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ム
ス
ロ
ン
は
、
こ
れ
を

実
施
を
要
求
す
る
判
決
と
解
し
（J.M

. M
O

U
SSERO

N , Brevet dʼinvention, Encyclopédie de droit com
m

ercial, D
alloz, 1

er 
janvier 1（8（, nº4（2. 

こ
の
見
解
は
ム
ス
ロ
ン
か
ら
本
シ
リ
ー
ズ
の
担
当
を
引
き
継
い
で
い
る
ス
ザ
ル
フ
ス
キ
に
よ
っ
て
も
受
け
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